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Ⅰ 電気通信事業分野における競争の促進に関する指針の必要性 

と構成 

 
第１ 指針の必要性 

   現在、我が国においては、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている

急激かつ広範な経済社会構造の変化に的確に対応することが喫緊の課題となって

いるところ、電気通信事業分野は、その経済社会活動の基盤的な役割を担ってい

るとともに、高度情報通信ネットワーク社会に向けて先導的な役割を果たしてい

くことが期待されている。 

  このような電気通信事業分野の重要な役割も踏まえ、高度情報通信ネットワー

ク社会形成基本法（平成１２年法律第１４４号。平成１３年１月６日施行。いわ

ゆる「ＩＴ基本法」。）において、「広く国民が低廉な料金で利用することができる

世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公

正な競争の促進その他の必要な措置が講じられなければならない。」（第１７条）

こととされているなど、電気通信事業分野における公正な競争を促進していくこ

とが、政府全体としての重要な政策課題の一つとなっている。 

  我が国は、自由主義経済体制の下、事業者の公正かつ自由な競争に基づき、市

場メカニズムを通じて、事業者の創意工夫を発揮させ、経済の活力ある発展を確

保することを目指しており、規制緩和の推進にあわせて、競争の一般的ルールで

ある独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号））により事業者の競争制限行為を排除していくことが基本である。 

   他方、電気通信事業分野においては、 

① 不可欠性及び非代替性を有するため他の事業者がそれに依存せざるを得ない

いわゆるボトルネック設備の設置、市場シェアの大きさ等に起因して市場支配

力を有する事業者が存在するために十分な競争が進みにくいこと、 

② いわゆるネットワーク産業であり、競争相手の事業者と接続することにより

利用者の効用が大きく増加するとともに、逆に接続しなければ事業者はサービ

スの提供が困難であるため、他事業者への依存を余儀なくされること、 

③ 市場の変化や技術革新の速度が大変速いことといった事情がある。 

  このような電気通信事業分野の特殊性や同分野が独占から競争への過渡的状況

にあることを前提にすれば、電気通信事業分野における公正な競争をより積極的

に促進していくためには、規制緩和の推進と競争の一般的ルールである独占禁止

法による競争制限行為の排除に加えて、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６

号）において、公共性・利用者利益の確保の観点から必要な規制を課すとともに、

公正競争促進のための措置を講じていくことが必要である。 

  このため、電気通信事業分野における競争を促進するためには、両法の果たす
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役割を踏まえ、独占禁止法及び電気通信事業法を適正に運用していくことが必要

となる。 

  この「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」は、独占禁止法を

所管する公正取引委員会と電気通信事業法を所管する総務省が、それぞれの所管

範囲について責任を持ちつつ、作成したものである。本指針は、独占禁止法と電

気通信事業法の適用関係をめぐる事業者の無用の混乱や負担を生じさせないよう

にする観点からも有用であると考えられる。 

  公正取引委員会と総務省は、今後とも、電気通信事業分野における競争を一層

促進する観点から、相互に連携しつつ、積極的に取り組んでいくこととする。 

 

第２ 指針の構成と基本的考え方 

１ 構成 

   この指針は、 

Ⅰ 電気通信事業分野における競争の促進に関する指針の必要性と構成 

Ⅱ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

Ⅲ 競争を一層促進する観点から事業者が採ることが望ましい行為 

Ⅳ 報告・相談、意見申出等への対応体制 

  から構成されている。 

   Ⅱについては、独占禁止法を所管する公正取引委員会及び電気通信事業法を所

管する総務省が、それぞれの責任の下、独占禁止法及び電気通信事業法の適用等

に関する考え方を示したものである。 

  Ⅲについては、電気通信事業分野の競争を促進する観点から、電気通信事業者

等が自主的に採ることが望まれる行為を具体的に示したものである。 

   Ⅳにおいては、独占禁止法又は電気通信事業法に違反する事実についての報告

や、実現しようとする事業活動に係る具体的行為が特定の法令の規定の適用対象

となるかどうかの確認・相談の窓口及び公正取引委員会と総務省の連携について、

付記している。 

 

２ 独占禁止法の適用に当たっての基本的考え方 

(1) 公正取引委員会は、従来から、電気通信事業分野における公正かつ自由な競争

を促進する観点から、同事業分野における競争制限的行為に対して、独占禁止法

を厳正に執行し、それらの行為を排除してきたところであり、今後ともこの方針

を堅持していくこととしている。 

 

(2) また、電気通信事業分野における公正かつ自由な競争をより一層促進していく

ためには、競争制限的行為を排除するなど独占禁止法を厳正に執行すること（注
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１）に加え、以下の観点から、同事業分野における独占禁止法の適用に関する考

え方をあらかじめできる限り明らかにすることが重要である。 

① 事業者が独占禁止法違反行為を行うことを未然に防止すること。 

② 事業者が最大限の経営自主性を発揮できる環境を整備すること。 

③ 独占禁止法上問題となる行為を具体的に示すことにより、その運用の透明性

を確保すること。 

（注１）公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為があると認めた場合には、独占禁止

法の規定に基づき、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除、事業の一部

の譲渡その他違反行為を排除するために必要な措置を命ずることとなる。また、事業

者が、他の事業者の株式を取得し、又は所有すること等により、一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとなる場合には、独占禁止法の規定に基づき、事業

者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他違反行為を排除する

ために必要な措置を命ずることとなる。 

 

(3) 公正取引委員会は、このような認識の下、次章において、関係する事業者から

示された競争上の懸念や独占禁止法上問題とされた事例なども踏まえた上で、主

に電気通信役務（注２）を中心に電気通信事業分野における競争に悪影響を与え

る行為について、具体的に想定される事業者の行為に即した形で、独占禁止法の

適用に関する考え方を明らかにしている。 

（注２）電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設

備を他人の通信の用に供することをいう（電気通信事業法第２条第３号）。独占禁止

法の適用に当たっては、市場における競争に及ぼす影響の程度が判断される。市場は、

例えば、地域通信サービス市場、長距離通信サービス市場、国際通信サービス市場、

衛星通信サービス市場、移動体通信サービス市場、データ通信サービス市場等が考え

られるが、その実態に即して、画定される。 

 

   本指針Ⅱに記述している行為が具体的に行われた場合、当該行為を行った事業

者（外国事業者を含む。以下同じ。）が独占禁止法の規定に違反することとなるか

否かについては、同法の規定に照らして、当該行為が競争に与える影響を勘案し、

個別の事案ごとに判断されることとなる（注３）。 

（注３）独占禁止法は、競争に悪影響を与える事業者の行為を問題とするものであり、すべ

ての事業者をその適用対象とするものであるが、同一の行為が行われる場合であって

も、行為主体によって競争に与える影響が異なることがあり得る。例えば、新たに事

業分野に参入する電気通信事業者によって行われた場合には競争に与える影響は一

般に軽微であり、また市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者によ

って行われた場合には競争に与える影響は一般に大きい。 
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(4) 独占禁止法上問題となる行為としては、具体的に想定される行為を取り上げて

いるが、このほか事業者による株式の保有、合併又は事業譲受け等の企業結合に

ついても、独占禁止法の適用の対象となる（「企業結合審査に関する独占禁止法の

運用指針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会）参照。）。また、本指針に記載

されていない行為であっても、独占禁止法の規定に違反する場合には、同法の規

定に基づき、排除措置の対象となる。 

  また、公正取引委員会においては、今後の電気通信事業分野における競争環境

の変化に対応しつつ、本指針の運用事例を積み重ねていくとともに、その蓄積を

反映させる形で本指針を適宜機動的に見直すこととする。 

 

３ 電気通信事業法の適用に当たっての基本的考え方 

(1) 電気通信事業法においては、従来から、接続制度など電気通信事業分野におけ

る公正な競争環境の整備を図るための各種制度が整備されてきている。 

平成１３年には、電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成１３年法律第

６２号）において、市場支配的な電気通信事業者（注４）をあらかじめ特定して

一定の行為規制を通常の電気通信事業者とは非対称的に課すこととする非対称規

制制度を導入するなど、一層の公正競争促進のための措置を講じている。本制度

の導入により、市場支配的な電気通信事業者に対しては、反競争的行為の禁止行

為をあらかじめ類型化することにより、これらの行為の効果的な未然防止及び迅

速な排除が可能となるとともに、それ以外の電気通信事業者（非支配的事業者）

については、契約約款、電気通信設備の接続・共用及び卸電気通信役務（電気通

信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。）に関する

規制緩和を行い、より柔軟な事業展開を可能としている。 

また、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正

する法律（平成１５年法律第１２５号）において、電気通信事業におけるネット

ワーク構造や市場構造の変化に柔軟に対応するとともに電気通信事業者の多様な

事業展開を促すため、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の区分を廃止

するとともに、第一種電気通信事業の許可制を廃止して登録制又は届出制へと改

め、電気通信役務に係る料金及び契約約款の届出義務を原則として廃止する等の

措置を講じたところである。 

さらに、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改

正する法律（平成２３年法律第５８号）において、電気通信事業法第３３条第２

項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する反競争

的行為の防止に係る規制の実効性を確保するための非対称規制として、当該電気

通信事業者に対し、業務を委託する子会社等が上述した禁止行為を行わないよう

必要かつ適切な監督を行う義務を課すとともに、設備部門（注５）の設置その他
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の接続の業務に関して知り得た情報の適正な管理及び当該接続の業務の実施状況

を適正に管理するための体制の整備等を講ずべき義務を課すこととしたところで

ある。 

これらを通じて、今後、電気通信市場における公正な競争環境が整備され、 

電気通信事業者による公正な競争を通じた一層の料金の低廉化、サービスの高 

度化・多様化が期待される。 

（注４）「市場支配的な電気通信事業者」とは、電気通信事業法第３０条第１項の規定によ

り総務大臣から指定を受けた電気通信事業者及び同法第３３条第２項に規定する第

一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者をいう。 

（注５）第一種指定電気通信設備（これと一体として設置される電気通信設備を含む。）の

設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門をいう（電気通

信事業法第３１条第６項第１号）。 

 

(2) 総務省は、次章以降において、電気通信事業法による公正競争条件の確保方策

が円滑に活用されるよう、同法において市場支配的な電気通信事業者等に対する

非対称規制の対象となる行為や、業務改善命令（業務の方法の改善その他の措置

をとるべき旨の命令をいう。以下同じ。）、契約約款変更命令等の各種命令等の対

象となり得る行為を類型化して例示することにより、同法の運用の一層の透明化

を図り、電気通信事業者が最大限の経営自主性を発揮できる環境を整備しようと

するものである。 

 

 (3) 本指針においては、電気通信事業法上問題となる行為を列挙しているが、電気

通信事業者の個別具体的な行為が同法に基づく変更・停止命令等の各種命令の対

象となるか否かについては、同法の規定に照らし、個別の事案ごとに判断される。

また、本指針に記載されていない行為であっても、同法上の規定に照らし、禁止

行為等に該当する場合には、各種命令等の対象となる。 

  また、総務省においては、今後とも一層の公正競争環境の整備を図る観点から、

電気通信事業分野における新たなビジネスモデルの出現や新サービスの展開とい

った変化にも対応しつつ、本指針を適宜機動的に見直すこととする。 
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Ⅱ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

 

第１ 電気通信設備の接続及び共用に関連する分野 

１ 独占禁止法における考え方 

(1) 電気通信役務を提供するに当たっては必要不可欠であるが、投資等を行うこと

により同種の設備を新たに構築することが現実的に困難と認められる設備（以下

｢不可欠設備｣という。）（注１）がある。このような場合において、電気通信事業

者にとっては当該設備への接続（注２）が行えなかったり、接続の手続が遅延し

たりすれば、新規参入や新規事業展開が困難となる。また、当該設備のうち必要

となる機能等だけに限定した接続ができない場合には、更なるコスト負担を強い

られることとなる。さらに、当該設備への接続が一部の電気通信事業者にしか行

われない場合には、電気通信事業者間の公正な競争条件を確保できないこととな

る。 

（注１）例えば、市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が保有する固

定系の加入者回線網がこれに当たる。ここにいう加入者回線網とは、加入者から最

も近い交換機（以下「端末系交換等設備」という。）、加入者と端末系交換等設備を

連結する電気通信回線（以下「端末回線」という。）、端末系交換等設備からの電気

通信回線を集線する交換機（以下「中継系交換等設備」という。）、端末系交換等設

備と中継系交換等設備の間を連結する電気通信回線等から構成されるネットワーク

をいう。また、ここでいう電気通信回線には、メタル回線のほか、光ファイバ回線

等を含むものとする。 

（注２）加入者回線網への接続に係る行為のほかに、加入者回線網の共用に係る行為があ

るが、これらについては接続に係る行為の考え方が準用される。 

 

(2) このような状況の下、例えば、不可欠設備を有する電気通信事業者が、他の電

気通信事業者に対し、その保有する加入者回線網の接続（注３）やコロケーショ

ン（注４）の取引を拒絶し、又はそれらの取引の条件若しくは実施について自己

又は自己の関係事業者（注５）に比べて不利な取扱いをすることは、他の電気通

信事業者等の新規参入を阻害し、円滑な事業活動を困難にさせるもの（注６）で

あり、これにより市場における競争が実質的に制限される場合には、私的独占に

該当し、独占禁止法第３条の規定に違反することとなる。市場における競争が実

質的に制限されるまでには至らない場合であっても、上記のような行為により、

公正な競争を阻害するおそれがある場合には不公正な取引方法に該当し、独占禁

止法第１９条の規定に違反することとなる（注７）。 

   また、移動体通信サービス事業者の保有する電気通信設備については、投資等
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を行うことにより同種の設備を新たに構築することが現実的に困難なものと一概

に認められるものではない。しかしながら、移動体通信サービスを行う際には市

場において相対的に高いシェアを有する移動体通信サービス事業者との接続が不

可欠と認められる場合があること、電波の割当て枠に限りがあることから同サー

ビス市場への参入が行われにくいという現状等を踏まえると、市場において相対

的に高いシェアを有する移動体通信サービス事業者が、他の電気通信事業者との

接続を拒否等することは、上記と同様に独占禁止法上問題となる。 

（注３）加入者回線網の接続には、その機能を細分化し、接続を受ける者にとって必要な

もの（例えば、通信を伝送する機能、通信の交換を行う機能等）のみを利用させる

形態を含むものとする。 

（注４）コロケーションとは、加入者回線網の接続を受ける者に対して、接続を行うため

に必要な装置を設置するために必要不可欠となる局舎スペース等を提供することを

いう。 

（注５）自己の関係事業者とは、自己との資本関係等を通じて一方が他方の経営方針等の

決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えている事業者をいい、例

えば、自己の子会社、自己を子会社とする親会社、当該親会社の子会社などをいう。 

（注６）不可欠設備を有する電気通信事業者が、接続の拒否行為等を行うことにより、他

の電気通信事業者による新たな電気通信役務の提供を困難にさせることも含む。 

（注７）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ｉ、第２、２（３）を参照。 

 

２ 電気通信事業法における接続制度等の趣旨と概要 

(1) 電気通信設備の接続制度 

   電気通信設備の接続の制度は、電気通信事業者間の交渉力の相違等に着目して、

優位な一方当事者によって他方当事者に著しく不利な協定が締結されたり、接続

の実質的な拒否がなされたりすることで、公正な競争及び利用者の利便を害する

ことがないように、電気通信事業者間の円滑な接続を確保することを目的として

いる。そして、制度の概要は以下のようになっている。 

 

ア 電気通信事業者の接続義務等 

    電気通信事業者は、その電気通信回線設備について、電気通信役務の円滑な

提供に支障が生じるおそれがあるとき等一定の場合（注８）を除き、他の電気

通信事業者からの接続請求に応じる義務がある（電気通信事業法第３２条）。 

（注８）① 電気通信役務の円滑な提供に支障が生じるおそれがあるとき 

② 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき 

③ 接続を請求した他の電気通信事業者が接続に関し負担すべき金額の支払を 

怠り、又は怠るおそれがあるとき 
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④ 接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的 

に著しく困難であるとき 

 

イ 指定電気通信設備制度 

    不可欠性・独占性を有する、あるいは相対的に多数の加入者を収容している

こと等から、公正な競争及び利用者利益の確保の観点から特別の接続規制が必

要な電気通信設備については、電気通信事業法に基づき、総務大臣が指定を行

う。総務大臣が指定を行う電気通信設備には、第一種指定電気通信設備と第二

種指定電気通信設備がある。 

    まず、第一種指定電気通信設備とは、固定系端末回線を相当な規模で有する

地域ネットワーク設備であり、他の電気通信事業者の事業展開上不可欠で独占

性を有しているため、公平かつ透明で円滑・迅速な接続を確保する観点から、

これを設置する電気通信事業者は、接続約款の作成・認可・公表、アンバンド

ル（ネットワーク機能の細分化）した形での接続、接続会計の整理・公表、特

定の機能に関する接続料についてのＬＲＩＣ（長期増分費用）方式による算定

等が義務付けられている。 

    次に、第二種指定電気通信設備とは、移動体通信用設備のうち相対的に多数

の加入者を収容しているものであり、移動体通信市場が電波の有限性のために

参入者が限られる寡占的市場であることから、それを設置する電気通信事業者

は、接続約款の作成・届出・公表等が義務付けられている。 

 

ウ 接続の協定 

    第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、認可を受けた接続約

款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第一種指定電気通信

設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない（電気通信事業

法第３３条第９項）。 

    第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款に

よらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備

との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない（電気通信事業法第

３４条第４項）。 

 

(2) 電気通信設備の共用制度 

   電気通信設備の共用に関する協定については、当事者間の協議により締結する

こととしている。 

   第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が行う当該第一種指定電気

通信設備の共用に関する協定については、不当な差別的取扱いを防止するなど、



9 
 

第一種指定電気通信設備の適正かつ円滑な利用を確保する観点から、あらかじめ

総務大臣に届け出なければならない（電気通信事業法第３７条第１項）。 

 

(3) 接続等に関する命令 

   電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置す

る電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定

の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、

又は当該協議が調わなかった場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業

者から申立てがあったときは、原則として、協議の開始又は再開の命令が発動さ

れる（電気通信事業法第３５条第１項）。 

  また、上記以外の場合においても、電気通信事業者間において、その一方が電

気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務の提供に関する協定又は契約の締結

を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わ

なかった場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあった場合において、

その接続、共用又は卸電気通信役務の提供が公共の利益を増進するために特に必

要であり、かつ、適切であると認められるときは、協議の開始又は再開の命令が

発動される（電気通信事業法第３５条第２項、第３８条第１項及び第３９条第１

項において準用する第３８条第１項）。 

 

３ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

(1) 独占禁止法上問題となる行為 

ア 加入者回線網との接続に係る行為 

市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

① 自己若しくは自己の関係事業者の提供する電気通信役務と競合する電気

通信役務を現に提供し、又は提供しようとする他の電気通信事業者（以下「競

争事業者」という。）に対して、その保有する加入者回線網との接続を拒否

すること、又は接続に関連する費用を高く設定し、接続に当たって必要とな

る情報（注９）を十分に開示せず、若しくは接続手続（注１０）を遅延させ

るなど実質的に接続を拒否していると認められる行為を行うことにより、競

争事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困

難にさせること（私的独占、取引拒絶等）（注１１）。 

（注９）接続に当たって必要となる情報は、加入者回線網の設置場所、その空き状況

（現状において接続不能であっても接続可能となる時期が明らかな場合はそ

の時期を含む。）等の接続を行う前提として必要となる情報を含む。 

（注１０）接続手続は、接続に当たって必要となる情報の開示請求への対応を含む。 
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（注１１） 電気通信事業法の規定により拒否することができる事由に該当すると認め 

られる場合には問題とならない。 

 

② 競争事業者に対して接続を行う場合に、接続に関連する費用、接続に当た

って必要な情報の開示の程度、接続手続の期間、優先接続（マイライン）等

における登録作業等について、競争事業者を自己又は自己の関係事業者に比

べて不利にさせるような取扱いをすることにより、競争事業者の電気通信役

務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的

独占、差別取扱い等）。 

 

イ コロケーションに係る行為 

    市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

① 競争事業者に対して、コロケーションを拒否すること、又はコロケーショ 

ンに関連する費用を高く設定し、コロケーションに当たって必要となる情報 

（注１２）を十分に開示せず、若しくはコロケーション手続（注１３）を遅 

延させるなど実質的にコロケーションを拒否していると認められる行為を行 

うことにより、競争事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又は 

その事業活動を困難にさせること（私的独占、取引拒絶等）（注１４）。 

（注１２）コロケーションに当たって必要となる情報は、交換機等を設置している

局舎等の名称・所在地、その空き状況（現状においてコロケーションが不

能であってもコロケーションが可能となる時期が明らかな場合はその時期

を含む。）等のコロケーションを行う前提として必要となる情報を含む。 

（注１３）コロケーション手続は、コロケーションに当たって必要となる情報の開

示請求への対応を含む。 

（注１４）電気通信事業法の規定により拒否することができる事由に該当すると認

められる場合には問題とならない。 

 

② 競争事業者に対してコロケーションを行う場合に、コロケーションに関連

する費用、コロケーションに当たって必要な情報の開示の程度、コロケーシ

ョン手続の期間等について、競争事業者を自己又は自己の関係事業者に比べ

て不利にさせるような取扱いをすることにより、競争事業者の電気通信役務

市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独

占、差別取扱い等）。 

③ 競争事業者に対して、コロケーションに併せて、接続に必要な装置の設置

工事･保守に関する契約を自己又は自己の指定した設置工事･保守事業者と
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締結させるなどの不利益を与えることにより、競争事業者の電気通信役務市

場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（優越的地

位の濫用等）（注１５）。 

（注１５）設置工事･保守事業者について、電気通信設備等に支障が生じないように

する観点からの必要最低限の限定を加える場合には問題とならない。 

 

ウ 接続等の際に得た競争事業者やその取引相手に関する情報の利用に係る行

為 

接続等を行う電気通信事業者は、接続等を受けようとする競争事業者から、

電気通信設備に接続する地域（需要者に関する情報)、想定される通信量（需要

規模に関する情報)等に関する情報の提供を受けることとなる。このため、接続

等を行う電気通信事業者は、接続等を受けようとする競争事業者との接続交渉

の過程において、当該競争事業者やその顧客に関する情報を知り得る立場にあ

る。市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が、そのような

立場を利用して行う以下の行為は、独占禁止法上問題となる。 

○ 競争事業者との接続等に関する業務を通じて得た当該競争事業者やその顧

客に関する情報を、自己や自己の関係事業者の事業活動に利用することによ

り、競争事業者の新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること

（私的独占、取引妨害等）（注１６）。 

（注１６）競争事業者や顧客に関する情報を、自己の接続関連業務（例えば、利用

の逼迫状況を改善する観点からネットワーク設計を行う業務）に利用する

場合には問題とならない。 

 

(2) 電気通信事業法上問題となる行為 

ア 業務改善命令の対象となる行為 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の例えば以下のような行

為は、電気通信設備の接続又は共用についての特定の電気通信事業者に対する

不当な差別的取扱いその他これらの業務に関する不当な運営に該当し、これに

より他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の

利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、業務改善命令が発動さ

れる（電気通信事業法第２９条第１項第１０号）。 

 

(ｱ) 接続又は共用に関する不当な差別的取扱い 

（例） 

① 自己の関係事業者のみを優遇した接続又は共用に関する協定を締結する

など、接続又は共用に関して特定の電気通信事業者のみを特別に優遇するこ



12 
 

と。 

② 他の電気通信事業者との接続・共用に係る工事を行う際に、自己の関係事

業者に対して同種の接続・共用に係る工事を行う場合に比べ、工事を遅延さ

せること。 

 

(ｲ) 接続又は共用の業務における不当な運営 

a 情報開示手続に関する事項 

（例） 

① 他の電気通信事業者からの接続の手続及び費用負担その他の接続の請求

に際して必要な情報に関する情報開示の請求（注１７）に対して、接続約

款所定の手続や様式、標準的期間によらずに業務を行うこと。 

（注１７）具体的には、端末系伝送路設備の敷設概況等に関する情報開示請

求、伝送路設備の敷設状況・線路条件等に関する情報開示請求、通

信用建物の概況・詳細状況に関する情報開示請求、接続に必要な装

置を設置することが可能な場所に関する情報開示請求等があげら

れる。 

② 管理部門が有する情報のうち接続事業者が利用可能な情報と同一でない

ものを活用して、利用部門が営業を行うこと。 

 

ｂ 接続請求手続に関する事項 

（例） 

① 接続の請求に対して、当該請求に即応ができない旨の回答を、当該請求

に係る非現用の電気通信設備がなく、かつ、経済的・技術的に著しく増設

が困難であること、その他の合理的な理由を付すことなく行うこと。 

② 接続請求に係る非現用の電気通信設備がないために当該請求に即応でき

ない旨の回答に関する確認のための施設への立入りを認めないこと。 

③ 第一種指定電気通信設備との接続により他の電気通信事業者がどのよう

なサービスを提供するかについて制限を加えること。 

④ その他、接続の請求に対して、接続約款所定の手続や様式、標準的期間

によらずに業務を行うこと。 

 

c コロケーションの手続に関する事項 

・コロケーションの拒否及び差別的取扱い 

① 他の電気通信事業者において接続に必要と考える設備について、当該他

事業者の判断を基本としてコロケーション対象設備として受け入れること

を拒むこと。 
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② コロケーションの条件において自己又は自己の関係事業者と他の電気通

信事業者との同等性を確保しないこと。 

 

・コロケーションに関する工事 

① 他の電気通信事業者がコロケーションに関して自ら行う工事や保守につ

いて、これを認めず、工事業者の選択に制限を加え、又は自らの工事や保

守の場合よりも厳しい安全性の基準を課すこと。 

② 他の電気通信事業者がコロケーションに関して自ら行う工事や保守につ

いて有償で立会いを行う場合を必要最小限の場合に限定せずに行うこと。 

③ 他の電気通信事業者と競合関係にある業者に対して当該他事業者に関す

る工事等を発注する場合に、当該他事業者との合意なしに行うこと。 

④ 他の電気通信事業者と競合関係にある業者に対して当該他事業者に関す

る工事等を発注する場合に、当該競合関係業者において知り得た情報を目

的外に使用することを禁止する措置を施す等の公正競争条件確保のための

配慮を行わずに行うこと。 

⑤ 他の電気通信事業者のコロケーション設備について工事や保守を請け負

う場合に他の電気通信事業者が負担することとなる工事費又は保守費につ

いて、低廉な料金設定に資する適正な算定方法によらずこれを設定し、他

の電気通信事業者との協議において十分な情報の開示を行わず、又は適正

な按分等を行わないことで他の電気通信事業者の間で不公平を生ぜしめる

こと。 

⑥ 他の電気通信事業者がコロケーションに関して自ら行う工事や保守に対

して、立会いの費用負担を当該他事業者に求める場合に、必要最小限の場

合に限定した立会いを前提とした費用算定をせず、作業内容に比べて不相

応に高額な額の負担を求め、又は費用の具体的な内容と個別の料金金額の

明示を行わずに費用負担を求めること。 

⑦ コロケーションが可能と回答し、その後工事を行う場合に、早急に工事

費用の概算を提示しないこと。 

 

・理由付記、立入り等 

○ 他の電気通信事業者からコロケーションに係る工事や保守を受託する場

合に、当該他事業者の立会いを認めず、立会いの時間帯を制限し、当該立

会いに対する立会いを当該他事業者の合意を得ずに行い、又は当該他事業

者が立ち会った際の工事業者に対する工事や保守の円滑な実施に必要な助

言等をすることを禁止すること。 
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・その他 

○ その他コロケーションの請求、コロケーションに係る通信建物への立入

りの請求、他事業者自らがコロケーションに関して行う工事や保守、他の

電気通信事業者から受託して行うコロケーションに係る工事や保守に関す

る業務等について、接続約款所定の手続や様式、標準的期間によらずに業

務を行うこと。 

 

d その他の事項 

（例） 

① 実際の接続に当たり、認可を受け、又は届け出た接続約款等に従った技

術的条件、接続料を適用しないこと。 

② 第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場

合の条件に比して、他の電気通信事業者に対して不利な条件により第一種

指定電気通信設備の接続を行うこと。 

③ 新たな網機能について、電気通信事業法に定める手続に従って技術的条

件を決定したなどの合理的な理由なく、著しく接続が困難であり、又は接

続するために著しい費用を要するような技術的条件を採用すること。 

④ 他の電気通信事業者の利用者料金を利用者に請求し、又は回収する場合

に、これに関して当該他事業者が負担すべき金額を、能率的な経営の下に

おける適正な原価に照らして公正妥当ではないものとすること、又は自己

若しくは自己の関係事業者が負担すべき金額に比して不利なものとするこ

と。 

⑤ 利用者が他の電気通信事業者のサービス提供を受けるために行うＩＳＤ

Ｎから電話への移行の手続や、回線名義人の問い合わせの対応に際し、自

社の営業等を行うこと、また当該対応の中で得られた情報を自社の営業等

に利用すること。 

⑥ 利用者が他の電気通信事業者のサービス提供を受けるために行う申込み

に関して必ずしも不可欠でない（注１８）にもかかわらず、回線名義人の

住所その他の情報の提供を他の電気通信事業者や他の電気通信事業者のサ

ービスの利用者に対して求めること。 

（注１８）優先接続（マイライン）及びＤＳＬサービスについては、回線名

義人の住所の記載は不可欠とは考えられない。 

⑦ 優先接続（マイライン）等における電気通信事業者の登録作業において、

自己又は自己の関係事業者を選択した利用者を、その他の電気通信事業者

を選択した利用者と比較して優先的に登録すること。 

⑧ 共用に関して入手した情報を、他サービスの営業等本来の目的以外の目
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的のために自社内の他部門や自己の関連会社等に提供すること。 

⑨ ブラウザフォンサービスの提供のために設置するアクセスポイントの番

号取得のためのダウンロードセンタにおいて、自己のアクセスポイント番

号と同一の条件で、競争事業者がブラウザフォンサービス提供のために設

置するアクセスポイントの番号を他事業者からの請求に応じて速やかに付

与できるように措置しないこと。 

⑩ 自己のブラウザフォンサービスにおいて用いられる端末からアクセスで

きるアクセスポイントを競争事業者が設置し、その端末を用いて、当該ブ

ラウザフォンサービスと同等のサービスを提供することができるのに十分

な技術条件を開示しないこと。 

⑪ 回線切替工事及び支障移設等（回線障害発生時を含む。）の際に、重要通

信の確保の場合を除き、自己又は自己の関係事業者の作業を優先すること。 

 

その他、電気通信事業者が、電気通信設備の接続又は共用について特定の

電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他接続又は共用につい

て不当な運営を行っていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実

施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると

認めるときは、業務改善命令の対象となる（電気通信事業法第２９条第１項

第１０号）。 

 

イ 接続約款の変更認可申請命令の対象となる場合 

第一種指定電気通信設備との接続に係る接続約款について、例えば以下のよ

うな場合において、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該接続

約款の変更認可申請命令が発動される（電気通信事業法第３３条第６項）。 

（例） 

① 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が接続約款に記載さ

れていない機能を用いて新たなサービスを開始する以前、あるいはほぼ同時

期に、当該機能に係る接続条件を接続約款に規定していない場合。 

② 標準的接続箇所における技術的条件の設定及び変更が、新たな技術動向に

対応して早期かつ柔軟に行われない場合。 

③ 保守区分ごとに接続料を設定する等他の電気通信事業者の要望を可能な

限り踏まえた柔軟な接続料の設定を行わない場合。 

④ 接続約款に定める機能と同機能を利用したサービスを提供する場合にお

いて、利用者毎に料金を設定する場合を含め、当該サービスの利用者料金か

ら営業に係る費用を差し引いたものと比較して、当該機能に係る接続料を合

理的な理由なく高く設定している場合（ただし、公衆電話サービス及び番号
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案内サービスについては、現状ではこれに当たらない。）。 

 

ウ 接続約款変更命令の対象となる場合 

    第一種指定電気通信設備との接続に係る接続約款のうち届出とされているも

の又は第二種指定電気通信設備との接続に係る接続約款について、以下のよう

な場合において、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該接続約

款の変更命令が発動される（電気通信事業法第３３条第８項、第３４条第３項）。 

（例） 

① 接続約款において、能率的経営の下での適正原価に適正利潤を加えたもの

（適正な減価償却費、施設保全費等のコストに、適正な自己資本利益等を加

えたものとして算定するもの）を超える接続料を設定している場合。 

② 接続約款において、一般に接続が見込まれない箇所や形態のみでの接続し

か認めない、接続に必要な装置等の通信用建物内への設置及び保守（設置場

所、保守内容、設置及び保守のための他の電気通信事業者の通信用建物内へ

の立入り等）について必要な範囲を超える制限を課す等、他の電気通信事業

者に対し不当な条件を付している場合。 

③ 接続約款において、特定の電気通信事業者に対して、それ以外の電気通信

事業者の条件と比較して不利な取扱いをしている場合。 

④ 接続約款において、他の電気通信事業者との責任に関する事項が適正かつ

明確に定められていない場合。 

⑤ 接続約款において、利用者料金の設定事業者の別が適正かつ明確に定めら

れていない場合。 

 

エ 市場支配的な電気通信事業者に対する禁止行為 

市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為については、行為の停止・変

更命令が発動される（電気通信事業法第３０条第４項及び第３１条第４項）。ま

た、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会

社等が当該業務に関して行う以下の行為に相当する行為については、当該電気

通信事業者に対し当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨

の命令が発動される（同法第３１条第４項）。さらに、これらの命令に違反した

場合において、公共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気

通信事業の登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法

第１４条第１項第１号及び第１２６条第１項第３号）。 

 

（例） 

① 他の電気通信事業者との接続の業務に関して知り得た当該他事業者又はそ
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の利用者に関する情報（注１９）を、当該情報の本来の利用目的を超えて（注

２０）社内の他部門又は自己の関係事業者等へ提供すること（電気通信事業

法第３０条第３項第１号）。 

（注１９） ｢他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当

該他事業者又はその利用者に関する情報」とは、例えば、以下のような情報

をいう。 

(ⅰ)  他の電気通信事業者のサービス開始時期、サービス内容、サービスエ

リア 

(ⅱ) 他の電気通信事業者のサービスの利用者の分布状況、変動状況 

(ⅲ) 他の電気通信事業者の接続相手である市場支配的な電気通信事業者の

ネットワークを流れる、当該他事業者のサービス又は利用者に係る通信

量（通話先電話番号、呼数、通話時間、売上高等トラフィックに関する

すべての情報）及びその変化動向 

(ⅳ) 接続で用いる技術的基準（インタフェース、電気信号の処理方式等） 

(ⅴ) 優先接続における他の電気通信事業者の利用者の登録内容（市内、県

内市外、県外、国際の各市場ごとに事業者を選択） 

（注２０）｢当該情報の本来の利用目的を超え｣た利用とは、例えば、当該情報を以下

のような目的に利用することをいう。 

         (ⅰ) 他の電気通信事業者の経営状況の把握 

(ⅱ) 他の電気通信事業者に対抗したサービスの提供 

(ⅲ) 他の電気通信事業者の特定のサービスエリアを狙い撃ちにした営業活 

動 

(ⅳ) 他の電気通信事業者の利用者を自己又は自己の関係事業者にくら替え 

させ、又は他の電気通信事業者への契約変更を阻止する等のために利用 

すること 

 

② 優先接続（マイライン）等における電気通信事業者の登録作業において、

自己又は自己の関係事業者を選択した利用者を、その他の電気通信事業者を

選択した利用者と比較して優先的に登録すること（電気通信事業法第３０条

第３項第２号）。 

 

③ 市場支配的な電気通信事業者のうち、第一種指定電気通信設備を設置する

電気通信事業者が、接続に必要な装置等を設置するための通信用建物（例．

交換機等を設置している局舎等）の空き場所の有無、当該通信用建物の名称、

所在地、空き設備がある場合の接続の即応、即応できない場合であっても対

応可能であればその時期、接続を行おうとする設備の敷設状況、敷設計画、
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接続可能となる時期等に関する情報の他の電気通信事業者への提供について、

特定関係事業者（注２１）に提供している情報に比べて量を少なくし、質を

落とし、あるいは提供時期を遅らせること（電気通信事業法第３１条第２項

第１号）。 

（注２１）「特定関係事業者」とは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業

者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする親法人、当該親法人の子会

社（当該電気通信事業者を除く。）に該当する電気通信事業者であって、総務

大臣が指定するものをいう（電気通信事業法第３１条第１項）。 

 

④ 市場支配的な電気通信事業者のうち、第一種指定電気通信設備を設置する

電気通信事業者が、接続に必要な装置等の設置や保守の工事、接続に必要な

コロケーション、電柱・管路等の貸与等について、特定関係事業者と比較し

て、他の電気通信事業者を不利に取り扱うこと（電気通信事業法第３１条第

２項第１号）。 

 

第２ 電柱・管路等の貸与に関連する分野 

１ 独占禁止法における考え方 

(1) 電気通信役務市場においては、自ら電気通信回線を設置して参入しようとする、

又は電気通信回線の拡充を予定している電気通信事業者（以下「インフラベース

の事業者」という。）にとって、公道や私有地に電気通信回線を添架するための電

柱を設置したり、地下に電気通信回線を通すための管路等を埋設することは、経

済的でないのみならず、道路法、河川法等に基づく占有許可等の規制上必ずしも

容易ではない場合が多い。そのため、インフラベースの事業者は、自ら電気通信

回線を設置するために必要不可欠と認められる電柱・管路等を保有する事業者（注

２２）から、その貸与を受けないと新規参入又は電気通信回線の拡充が困難な場

合がある。 

（注２２）例えば、電力会社、電気通信事業者、鉄道事業者等の公益事業者等がこれに当

たる。 

 

(2) このような場合において、例えば、電柱・管路等を保有する公益事業者等が、

電柱・管路等の貸与の取引を拒絶し、又はそれらの取引の条件若しくは実施につ

いて自己又は自己の関係事業者に比べて不利な取扱いをすることは、インフラベ

ースの事業者等の新規参入を阻害し、その事業活動を困難にさせることも少なく

なく、これにより市場における競争が実質的に制限される場合には、私的独占に

該当し、独占禁止法第３条の規定に違反することとなる。また、市場における競

争が実質的に制限されるまでには至らない場合であっても、上記のような行為に
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より、公正な競争を阻害するおそれがある場合には不公正な取引方法に該当し、

独占禁止法第１９条の規定に違反することとなる（注２３）。 

（注２３）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ｉ、第２、２（３）を参照。 

 

２ 電気通信事業法における認可・裁定制度の趣旨と概要 

(1) 認定電気通信事業者（電気通信事業法第１２０条第１項に規定する認定電気通

信事業者をいう。以下同じ。）は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線

（主として一の構内（これに準ずる区域内を含む。）又は建物内（以下この項にお

いて「構内等」という。）にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する

線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するもの

に限る。）並びにこれらの附属設備（以下「線路」と総称する。）を設置するため、

他人の電柱・管路等を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認

可を受けて、その電柱・管路等の所有者（所有権以外の権原に基づきその設備を

使用する者があるときは、その者及び所有者。以下「設備保有者」という。）に対

し、その電柱・管路等の使用権の設定に関する協議を求めることができる（電気

通信事業法第１２８条第１項）。 

 

(2) この協議認可は、電柱・管路等の使用について当事者間の合意が得られないと

きに、電気通信事業の円滑な遂行という公益上の必要性と使用権の設定を求めら

れる者の受忍限度とを比較衡量し、使用権の設定を予定した上で具体的な使用条

件についての当事者間の協議を開始させるものである。 

 

(3) さらに、この協議が不調又は不能の場合は、電気通信事業の公益性にかんがみ、

電柱・管路等の使用の実効性を担保するために、裁定制度が設けられており、認

定電気通信事業者は、当該電柱・管路等の使用について総務大臣の裁定を申請す

ることができる（同法第１２９条第１項）。 

 

(4) そもそも電気通信事業者は、基本的には私法上の契約によって電柱・管路等の

使用権を確保すべきであるが、設備保有者の拒否にあって線路の設置の迂回を余

儀なくされるような事態になれば、公益的性格を有する認定電気通信事業の遂行

に著しい支障を来すこととなるため、最終的手段としてこのような使用権が付与

され、また、その実効性を担保するために認可・裁定の制度が設けられているも

のである。 

 

(5) 総務省は、この認可・裁定の運用基準として機能するものとして、平成１３年

４月に、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」（以下「ガイド
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ライン」という。）を策定している。（なお、以下には、ガイドラインのうち主要

な規定を掲げるが、このほか、設備保有者において電気通信事業法上問題となる

行為と公正な競争の促進又は利用者保護の観点から望ましい行為の詳細等につい

ては、ガイドラインを参照のこと。） 

 

３ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となり得る行為 

(1) 独占禁止法上問題となる行為 

ア 電柱・管路等の貸与に係る行為 

電柱・管路等を保有する事業者が行う以下の行為は、独占禁止法上問題とな

る。 

① インフラベースの事業者に対して、電柱・管路等の貸与を拒否すること（注

２４）、又は電柱・管路等の貸与に関連する費用を高く設定し（注２５）、イ

ンフラベースの事業者が電柱・管路等の貸与を受けるに当たって必要となる

情報（注２６）を十分に開示せず、若しくは電柱・管路等の貸与手続（注２

７）を遅延させるなど実質的に拒否していると認められる行為を行うことに

より、当該インフラベースの事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止

し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、取引拒絶等）（注２

８）。 

（注２４）自動更新条項を規定している貸与契約において、ガイドラインに記載さ

れた貸与拒否事由が生じたことにより契約更新を拒否すること自体は問

題とならない。ただし、正当な理由なく十分な予告期間を設けずに契約更

新を拒否することにより、インフラベースの事業者の事業活動を困難にさ

せることは問題となる。 

（注２５）必要性が認められない電柱・管路等の移設・改修工事を行うことを貸与

の条件とする行為や、当該工事の必要性が認められるとしても、合理的な

理由なく、移設・改修に関連する費用を高く設定する行為を含む。 

（注２６）電柱・管路等の貸与を受けようとする事業者が必要とする情報は、電柱・

管路等の設置場所、その空き状況（現状において貸与不能であっても貸与

可能となる時期が明らかな場合はその時期を含む。）等の貸与を受ける前

提として必要となる情報を含む。 

（注２７）電柱・管路等の貸与手続は、インフラベースの事業者が電柱・管路等の

貸与を受けるに当たって必要となる情報の開示請求への対応を含む。 

（注２８）ガイドラインに記載された拒否事由に該当すると認められる場合には問

題とならない。 

 

② インフラベースの事業者に対して電柱・管路等の貸与を行う場合に、貸
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与に関連する費用、貸与を受けようとする事業者が必要とする情報の開示

の程度、貸与手続の期間等について、当該インフラベースの事業者を自己

又は自己の関係事業者に比べて不利にさせるような取扱いをする（注２９）

ことにより、当該インフラベースの事業者の電気通信役務市場への新規参

入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、差別取扱

い等）（注３０）。 

（注２９）自己の関係事業者に対しては、電柱・管路等の設置工事を共同で行うこ

とにより自己の関係事業者の設置費用の軽減を図る一方、インフラベース

の事業者に対しては、設置工事を共同で行うことを拒否することで自己の

関係事業者に比べて高額の設置費用を負担することを余儀なくさせる行為

を含む。 

（注３０）電気通信事業の用に供する場合と電気通信事業以外の事業の用に供する

場合において認められる合理的なコスト差等を反映して取扱いに差異が生

じる場合には問題とならない。 

 

イ 電柱・管路等の貸与と他のサービスの抱き合わせ等に係る行為 

    電柱・管路等を保有する事業者が行う以下の行為は、独占禁止法上問題とな

る。 

○ 電柱・管路等の貸与に併せて、自己が既に設置した光ファイバ（幹線部分）

が存在する区間について、インフラベースの事業者の希望がないにもかかわ

らず、それを不当に利用させること（私的独占、抱き合わせ販売等）（注３１）。 

（注３１）当該インフラベースの事業者の事業活動を困難にさせるおそれがないと

認められる場合には不当な行為に該当しない。 

 

ウ 電柱・管路等の貸与の際に得た自己又は自己の関係事業者と競争関係にある

インフラベースの事業者やその取引相手に関する情報の利用に係る行為 

電柱・管路等を保有する事業者は、自己又は自己の関係事業者と競争関係に

あるインフラベースの事業者に電柱･管路等を貸与する際の手続等を通じて、そ

の参入時期、参入区域、参入の態様等の重要な営業情報を知り得る立場にある。

そのような立場を利用して、電柱・管路等を保有する事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

○ 電柱・管路等の貸与に関する業務を通じて得た当該インフラベースの事業

者やその顧客に関する情報を、自己や自己の関係事業者の事業活動に利用す

ることにより、当該インフラベースの事業者の新規参入を阻止し、又はその

事業活動を困難にさせること（私的独占、取引妨害等）（注３２）。 

（注３２）インフラベースの事業者やその顧客に関する情報を、自己の貸与関連業務
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（例えば、利用の逼迫状況を改善する観点から電柱・管路等の増設・改修を

行う業務）に利用する場合には問題とならない。 

 

エ 一束化及び支線の共用に係る行為 

電柱を保有する事業者から既にその貸与を受けている電気通信事業者が行う

以下の行為は、独占禁止法上問題となる。 

○ インフラベースの事業者から一束化（注３３）又は支線の共用（以下「一

束化等」という。）のための調整の要請を受けた場合において、一束化等を

拒否し、又は一束化等に関連する費用を高く設定し、若しくは一束化等の手

続を遅延させる行為を行うことにより、一束化等を前提とした電柱の貸与契

約の成立を不当に妨害すること（私的独占、取引妨害等）（注３４）。 

（注３３）一束化とは、電気通信事業者等がその伝送路設備を先行敷設者（電気通

信事業者、有線テレビジョン放送施設者その他の者であって既に電柱に有

線電気通信設備を設置しているものをいう。）が既に電柱に設置している有

線電気通信設備と束ねて設置することをいう。 

（注３４）ガイドラインに記載された拒否事由に該当すると認められる場合には問

題とならない。 

 

(2) 電気通信事業法上問題となり得る行為 

   電気通信事業分野における公正な競争をより積極的に促進していく観点からは、

以下のような行為は、不適当である。 

 

ア 正当な理由なく貸与を拒否する行為 

    電気通信事業分野における公正な競争をより積極的に促進していく観点から

は、設備保有者は、電気通信事業者から設備の提供の申込みがあったときは、

自らの事業又は有線電気通信設備令（昭和２８年政令第１３１号）その他の設

備に関する法令等の規定（以下「設備関係法令等」という。）及び道路法（昭和

２７年法律第１８０号）その他の公物管理に関する法令等の規定（以下「公物

管理関係法令等」という。）に支障がない限り、設備を提供することが求められ

る。 

    このため、総務省は、認定電気通信事業者から、電気通信事業法第１２８条

第１項の規定に基づく認可の申請を受けた場合は、次に掲げる場合（ガイドラ

イン第３条「貸与拒否事由」）を除いては、認可するものとしている。 

① 使用を希望する区間に現に空きが無い場合。 

② 設備保有者が５年（法令に基づきこれより長い期間に係る設備計画（最新

の需要想定等を勘案した上で修正された設備計画がある場合は当該計画。以
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下同じ。）を作成している場合は当該期間。以下同じ。）以内にその設備をす

べて使用する予定であり、その使用の予定の事業年度が設備計画において明

示されている場合。 

③ 設備保有者の設備に大幅な改修又は移転の計画があり、その改修又は移転

の予定の事業年度が５年以内の期間に係る設備計画において明示されている

場合。 

④ 電柱にあっては設備保有者がその地中化を計画しており、その地中化の予

定の事業年度が５年以内の期間に係る設備計画において明示されている場合。 

⑤ 電気通信事業者が設置しようとする伝送路設備が設備保有者の技術基準に

適合しない場合又は技術基準に明確な定めがない場合であって、当該伝送路

設備を設置することにより設備保有者による建設若しくは保守に困難を生じ

させ、又は生じさせるおそれが強い場合。 

⑥ 電気通信事業者の責に帰すべき理由により過去に費用負担・使用期間その

他の使用条件についての契約が現に履行されなかったことがある場合、又は

重大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合。 

⑦ 電気通信事業者が行おうとする伝送路設備の設置が設備関係法令等の条件

を満足しない場合や、当該設備の使用が公物管理関係法令等の規定の適用を

受けるものにあっては、電気通信事業者又は設備保有者が受ける道路占用許

可その他の公物の占用等の許可（変更の許可を含む。）の取得若しくは占用許

可等の条件の変更に困難がある場合、又はそのおそれが強い場合。 

⑧ ⑥に定めるもののほか、電気通信事業者の責に帰すべき理由により過去に

守秘義務、目的外使用の禁止その他契約に定める事項が履行されなかったこ

とがある場合、又は重大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそ

れが強い場合。 

⑨ その他設備保有者の行う公益事業の遂行に支障のある場合、又はそのおそ

れが強い場合。 

 

ただし、以上の規定にかかわらず、一束化（注３５）又は支線の共用（注３ 

６）の場合には、一定の場合を除き、原則として認可するものとしている。 

なお、一束化又は腕金類の設置（注３７）に関し、電柱保有者による電柱の 

提供の可否の判断にあたっては、当該一束化又は腕金類の設置がガイドライン 

第３条第１項第５号の貸与拒否事由に該当するものでない限り、同項第１号の 

「現に空きがない場合」に該当しないものと解されている。 

（注３５）メッセンジャーワイヤーその他一束化を行うために使用することができる設

備（設備保有者に該当する公益事業者が保有する電柱に設置されるものに限る。

以下「一束化設備」という。）を所有する者（所有権以外の権原に基づきその一束
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化設備を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下「一束化設備保有者」

という。）が、認定電気通信事業者に一束化設備を提供する場合については、総務

省は、認定電気通信事業者から、電気通信事業法第１２８条第１項の規定に基づ

く認可の申請を受けた場合は、以上の規定にかかわらず、次に掲げる場合（ガイ

ドライン第１４条「一束化」）を除いては、原則として認可するものとしている。 

① 一束化設備が設置されている電柱を保有する設備保有者（以下「電柱保有者」

という。）が、認定電気通信事業者に対するガイドライン第２条の規定に基づ

く回答において、一束化を要する旨を示していない場合  

② 一束化を行うことにより、電柱保有者の技術基準に適合しないこととなる場

合 

③ 一束化を行うことにより、一束化設備保有者による建設若しくは保守に困難

を生じさせ、又は生じさせるおそれが強い場合 

④ 認定電気通信事業者の責に帰すべき理由により過去にガイドライン第１４

条第７項に規定する取決めが現に履行されなかったことがある場合、又は重大

な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合 

（注３６）支線（設備保有者に該当する公益事業者が保有する電柱に設置されるものに

限る。）を所有する者（所有権以外の権原に基づきその支線を使用する者がある

ときは、その者及び所有者。以下「支線保有者」という。）が、認定電気通信事

業者と当該支線を共用する場合については、総務省は、認定電気通信事業者から、

電気通信事業法第１２８条第１項の規定に基づく認可の申請を受けた場合は、次

に掲げる場合を除き、原則として認可するものとしている。 

① 支線の共用を行うことにより、電柱保有者の技術基準に適合しないこととな

る場合 

② 支線の共用を行うことにより根かせが支線の引張荷重に耐えられなくなる

場合（当該支線について改修工事を行うことにより引張荷重に耐えられること

となる場合を除く。）等、支線保有者による建設若しくは保守に困難を生じさ

せ、又は生じさせるおそれが強い場合 

③ 事業者の責に帰すべき理由により過去に第３項に規定する取決めが現に履

行されなかったことがある場合、又は重大な不履行若しくは救済不能の不履行

が発生するおそれが強い場合 

④ 事業者が行おうとする支線の共用が設備関係法令等の条件を満足しない場

合や、当該支線の共用が公物管理関係法令等の規定の適用を受けるものにあっ

ては、事業者又は支線保有者が受ける道路占用許可その他の公物の占用等の許

可（変更の許可を含む。）の取得若しくは占用許可等の条件の変更に困難があ

る場合、又はそのおそれが強い場合 

（注３７）腕金類の設置とは、伝送路設備を設置するために電柱に突き出し金物などの
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腕金類を設置することであり、事業者が設置する場合と設備保有者が設置する

場合がある。 

 

イ 適正でない提供条件により貸与する行為 

    電気通信事業分野における公正な競争をより積極的に促進していく観点から

は、設備保有者は、認定電気通信事業者に設備を提供するに当たっては、公平

かつ公正な条件で提供することが求められ（公正性の原則）、また、資本関係そ

の他の理由により差別的な取扱いをしないことが求められる（無差別性の原則）。 

    このため、総務省は、電気通信事業法第１３２条第１項の規定に基づく裁定

をする場合において、設備保有者の提示する提供条件が次に掲げる基準（ガイ

ドライン第４条「貸与期間」、第６条「貸与の対価」）を満たしていないときは、

当該基準に照らし、判断するものとしている。 

① 使用期間 

      原則として５年間（設備保有者が、自己による使用等の予定があることを

理由として、認定電気通信事業者の要望に応じない場合においては、その使

用等の予定の事業年度が５年以内の期間に係る設備計画に明示されている

ことを要するものとする。）。 

② 貸与の対価 

      原価（原則として、減価償却費及び保守運営費に、他人資本費用、自己資

本費用及び利益対応税の合計額を加えて算定。）に基づく適正な設備使用料

（注３８）。 

（注３８）実際の算定に当たっては、ガイドライン別表に掲げる式のいずれかによる 

方法その他公正妥当な方法により算定。 

 

第３ 電気通信役務の提供に関連する分野 

１ 独占禁止法における考え方 

(1) 電気通信事業分野のようなネットワーク型産業においては、加入者の多いネッ

トワークほど、その利用機会が多くなりネットワーク自体の価値が高まることか

ら、新規加入者による電気通信事業者の選択は既存加入者の多いネットワークに

集中する傾向が強いと指摘されている。 

   また、顧客が加入先の電気通信事業者を変更する際に、これまでと同じ電話番

号を変更後の電気通信事業者においても引き続き使用できない場合には、顧客が

加入先を変更することをためらうことも生じ得る。 

   このような電気通信事業分野の特徴を踏まえると、例えば、相対的に高い加入

者シェアを有する電気通信事業者が、自己の加入者相互間の電気通信役務料金を

他の電気通信事業者の加入者への電気通信役務料金より安く設定する等、取引の
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相手方により差別的な取引条件を設定することは、顧客を囲い込む効果を生じさ

せるものである。 

 

(2) このような状況の下、例えば、電気通信事業者が、地域若しくは相手方により

差別的な電気通信役務料金を設定すること、又は相手方が他の電気通信事業者と

取引しないことを条件として、当該相手方に電気通信役務を提供することにより、

市場における競争が実質的に制限される場合には、私的独占に該当し、独占禁止

法第３条の規定に違反することとなる。市場における競争が実質的に制限される

までには至らない場合であっても、上記のような行為により、公正な競争を阻害

するおそれがある場合には不公正な取引方法に該当し、独占禁止法第１９条の規

定に違反することとなる（注３９）。 

（注３９）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ｉ、第２、２（３）を参照。 

 

２ 電気通信事業法における料金その他の提供条件に関する制度の趣旨と概要 

(1) 基礎的電気通信役務に関する制度 

   国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき

基礎的電気通信役務については、その極めて高い公共性から、当該役務の料金そ

の他の提供条件に関して契約約款の作成・届出及び当該約款に基づく役務の提供

を義務づけているところである。また、公正な競争の確保及び利用者利益の保護

の観点から、届け出られた契約約款が、 

(ｱ) 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき、 

(ｲ) 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の 

設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定めら 

れていないとき、 

(ｳ) 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき、 

(ｴ) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき、 

(ｵ) 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき、 

(ｶ) 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社

会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害する

ものであるとき、 

  は、契約約款変更命令を発動できることとされている。（電気通信事業法第１９条

第２項） 

(2) 指定電気通信役務に関する制度 

   次に、指定電気通信役務については、これに代わるべき電気通信役務が他の電

気通信事業者によって十分に提供されないことその他の事情を勘案して適正な料

金その他の提供条件に基づく提供を保障する観点から、当該役務の料金その他の
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提供条件に関して保障契約約款の作成・届出を義務づけるとともに、別段の合意

がある場合を除き、当該保障契約約款に定める料金その他の提供条件による役務

の提供を拒んではならないこととされている。また、公正な競争の確保及び利用

者利益の保護の観点から、届け出られた保障契約約款が、 

(ｱ) 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき、 

(ｲ) 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の 

設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定めら 

れていないとき、 

(ｳ) 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき、 

(ｴ) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき、 

(ｵ) 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき、 

(ｶ) 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社 

会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害する 

ものであるとき、 

は、保障契約約款変更命令を発動できることとされている。（電気通信事業法第２ 

０条第３項） 

  また、指定電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の

利益に及ぼす影響が大きいものに関する料金については、プライスキャップ制（上

限価格制）が適用されており、料金の料金指数が基準料金指数を超える場合には

認可が必要となる。（同法第２１条第２項） 

 

(3) 基礎的電気通信役務及び指定電気通信役務以外の電気通信役務に関する制度 

   基礎的電気通信役務及び指定電気通信役務以外の電気通信役務については、契

約約款によらずにその提供の相手方と提供条件について取決めを行い、契約を締

結した上で、電気通信役務を提供することが可能である。 

   ただし、当該契約については、 

(ｱ) 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき、 

(ｲ) 特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っているとき、 

(ｳ) 重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき、 

(ｴ) 料金の額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害してい 

るとき、 

(ｵ) 提供条件が、電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、 

その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を 

阻害しているとき、 

(ｶ) 提供条件において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並び 

に電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正 
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かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき、 

(ｷ) 提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであると 

き、 

(ｸ) 事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者 

がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないと 

き、 

(ｹ) (ｱ)から(ｸ)までに掲げたもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正か 

つ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生 

ずるおそれがあるとき、 

  は、業務改善命令を発動できることとされている。（電気通信事業法第２９条第１

項） 

 

３ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

(1) 電気通信役務の料金その他の提供条件の設定等に係る行為 

ア 独占禁止法上問題となる行為 

市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

① 競争事業者が新規参入（事業の拡充を含む。以下同じ。）した地域について

のみ、例えば、自己の設定する接続料金を下回るような電気通信役務料金を設

定することにより、競争事業者の事業活動を困難にさせること（私的独占、差

別対価等）（注４０）。 

（注４０）期間や提供地域を限定して行われる試験サービスについては、直ちに独占禁

止法上問題がないと認められるものではなく、当該電気通信事業者にとっての

試験サービスの必要性、実施期間、対象範囲、料金体系、競争事業者が同様の

サービスを提供可能か否か、当該試験サービスが競争状況に与える影響等を総

合的に考慮して判断される（(1)ア及び(2)アにおいて同じ）。 

 

② 自己の提供する電気通信役務の料金について、競争事業者のネットワークを

利用する電気通信役務料金に比べて自己又は自己の関係事業者のネットワー

クを利用する電気通信役務料金を低く設定することにより、競争事業者の事業

活動を困難にさせること（私的独占、差別対価等）（注４１）。 

（注４１）競争事業者に支払うべき接続料金等合理的と認められるコスト差を反映して

通話料金に格差が生じる場合には問題とならない。 

 

③ その提供に要する費用（注４２）を著しく下回る料金で電気通信役務を提供

することにより、競争事業者の新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難に
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させること（私的独占、不当廉売等）。 

（注４２）例えば、電気通信事業者は、自己の関係事業者に販売促進活動等の営業活動

を著しく低い価格で委託したり、又は自己の関係事業者から特定の電気通信役

務を著しく低い価格で卸し受けたりすることにより、自己の関係事業者から実

質的な内部補助を受けることが可能となる。電気通信事業者が、このような内

部補助を受けること等により、作為的に自己の提供する電気通信役務その他の

サービスに要する費用を低くしていると認められる場合には、その点を修正し

た上で当該費用を算定する。 

 

④ 自己又は自己の関係事業者のみから電気通信役務の提供を受けることを条

件として、不当に電気通信役務の料金を引き下げ、基本料金を割り引き、又は

工事費等を減免すること（私的独占、排他条件付取引等）（注４３）。 

（注４３）競争事業者の取引機会を減少させるおそれがないと認められる場合には不当

な行為に該当しない。 

 

⑤ 競争事業者との接続の協定、事業の受委託又は卸電気通信役務の提供等に併

せて、当該競争事業者の提供しようとする電気通信役務の料金、内容、提供条

件（提供開示時期、提供地域、提供先等を含む。）の設定に不当に関与するこ

と（私的独占、拘束条件付取引等）（注４４）。 

（注４４）競争事業者の自主的な事業活動を困難にさせるおそれがないと認められる場

合には不当な行為に該当しない。 

 

イ 電気通信事業法上問題となる行為 

(ｱ) 基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務を提供する電気通信事業者が設 

定する基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務に係る以下のような契約約 

款については、電気通信事業法に基づく契約約款変更命令が発動される（同 

法第１９条第２項及び第２０条第３項）。 

 

ａ 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき 

（例） 

① 基礎的電気通信役務において、料金を相対の協議で決める旨の規定を記 

載した料金表を設定し、又は指定電気通信役務において、料金を相対のみ 

で決める旨の規定を記載した料金表を設定すること。 

② その他料金額の算出方法が、定額、定率などにより適正かつ明確に示さ 

れていない料金を設定すること。 
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ｂ 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備

の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定

められていないとき 

（例） 

① 利用停止、契約解除、損害賠償、料金返還に関する事項が適正かつ明確 

に規定されていない契約約款。 

② 延滞利息について不当に高額な割合を設定している契約約款。 

③ 消費者契約法（平成１２年法律第６１号）に反するような、電気通信事 

業者に著しく有利で利用者に不利な規定のある契約約款。 

 

ｃ 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき 

（例） 

① 公専公接続の制限（電話等の電気通信役務を提供する電気通信事業者が、

電話役務契約約款において、契約者回線と専用回線とを相互に接続して通

話を行う場合には電気通信回線の接続の請求を承諾しない旨規定して接続

を制限するもの）のある契約約款。 

② 利用者の責に帰すべき事由に基づくなどの合理的な理由なく、利用停止

など利用を制限している契約約款。 

 

ｄ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき 

（例） 

① 利用期間、回線の設置場所、通話形態等の制約がない単純なボリューム 

割引型の回線群割引につき、同一名義による回線群に対する割引を認める 

にもかかわらず、異名義による回線群に対する割引を認めないもの。 

② 取引先や子会社等特定の利用者のみを対象とした割引料金。 

③ 割引率に長期契約割引相当分を含むものとしているにもかかわらず、契 

約期間によらず一律に割り引くような合理性のない料金を設定すること。 

④ 相互接続通話の利用者に対して、利用停止、契約解除、延滞利息、支払 

期限などについて不当に差別的取扱いをしている契約約款。 

⑤ 役務の提供を受けようとする者の責に帰すべき事由に基づくなどの合理 

的な理由なく特定の者には役務を提供しない旨を規定している契約約款。

ｅ 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき 

（例） 

○ 重要通信の確保の規定やそのため一般通話の規制を行うことがある旨の 

規定を設けていない契約約款。 
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ｆ 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その 

他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を 

阻害するものであるとき 

（例） 

① 競争事業者が存在する業務区域について、コストが著しく異なるなどの

合理的な理由なく他の地域に比べて低い料金、割引料金その他有利な提供

条件を設けている契約約款。 

② 市場支配的な電気通信事業者が、他の電気通信事業者の接続料が著しく

高いなど合理的な理由なく、自己以外の電気通信事業者のネットワークを

利用した通話について、自己のネットワークのみを利用した通話と比較し

て高い料金を設定し、又は割引サービス等の対象としないこと。 

③ 独占的分野から競争分野への内部相互補助により不当な競争を引き起こ

す料金を設定すること。 

④ 競争事業者を排除又は弱体化させるために適正なコストを著しく下回る

料金を設定すること。 

⑤ 競争事業者のサービスを利用しないことを条件とする割引を設定するこ

と。 

⑥ 利用期間、回線の設置場所、通話形態等の制約がない単純なボリューム

割引型の回線群割引につき、同一名義による回線群に対する割引を認めて

いるにもかかわらず、異名義による回線群に対する割引を認めていないた

め、他の電気通信事業者による再販が禁じられているもの。 

⑦ 利用者の範囲が限定されているなどの合理的な理由なく選択料金を廃止

し、不当に利用者の選択の幅を狭めるような料金を設定すること。 

⑧ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、優先接続におけ

る自己への固定優先接続（マイラインプラス）の登録者のみに対して、基

本料、工事費等端末回線に係る料金の割引又は減免を行うこと。 

⑨ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、自己の割引サー

ビス等の利用者のみに対して、基本料、工事費等端末回線に係る料金の割

引又は減免を行うこと。 

⑩ 自己の提供するサービスの提供条件（利用停止、契約解除、延滞利息等）

について、自己の関係事業者のサービスの利用の有無を要件とする契約約

款。 

⑪ 指定電気通信役務とあわせて他の指定電気通信役務を提供する際に、双

方の役務の料金を区分せずに設定すること。 

⑫ 基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務とあわせてこれらの役務以外

の電気通信役務又は電気通信役務以外の役務を提供する際に、当該電気通



32 
 

信役務の料金と当該これらの役務以外の電気通信役務又は電気通信役務以

外の役務の料金とを区分せずに設定すること。 

⑬ 優先接続における未登録者の扱いについて、利用者の意思にかかわらず

「一般優先接続」（注４５）ではなく、「固定優先接続」（注４６）の登録を

したものとみなすこととしている契約約款。 

（注４５）００ＸＹを回せば他の電気通信事業者に接続する方式。通称「マイラ

イン」。 

（注４６）００ＸＹを回しても他の電気通信事業者に接続せず、登録した電気通

信事業者のみに接続する方式。通称「マイラインプラス」。 

⑭ 契約約款において、その電気通信事業者との契約を解除し他の電気通信

事業者に移行しようとする場合に、移行禁止期間を設けるなど事実上解約

を制限する条項を設定すること（ただし、最低利用期間内に解約となる場

合の違約金等についてはこれに当たらない。）。 

⑮ 社会的経済的事情に照らして、最低契約期間が不当に長期の契約約款。 

⑯ 新規の申込みは停止するが、当分の間サービス提供を継続する、又は代

替サービスを提供するなど既存利用者の利便を確保するための措置を講じ

ることなくサービスを廃止し、利用者の利便性を著しく低下させるような

契約約款。 

 

(ｲ) 市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為については、行為の停止・変

更命令が発動される（電気通信事業法第３０条第４項）。また、第一種指定電

気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当該業務

に関して行う以下の行為に相当する行為については、当該電気通信事業者に対

し当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動さ

れる（同法第３１条第４項）。さらに、これらの命令に違反した場合において、

公共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録

及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項

第１号及び第１２６条第１項第３号）。 

（例） 

① 自己の関係事業者とそれ以外の電気通信事業者の接続料に著しい格差が

あるなどの合理的な理由なく、自己の関係事業者以外の電気通信事業者のネ

ットワークを利用した通話については、自己の関係事業者のネットワークを

利用した通話と比較して高い料金を設定し、又は割引サービス等の対象とし

ないこと（電気通信事業法第３０条第３項第２号）。 

② 他の電気通信事業者（注４７）との間での接続、業務受委託、サービス提

供等に当たり、当該他事業者が提供する電気通信役務の内容、開始時期、提
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供区域、提供先、料金等を制限すること（電気通信事業法第３０条第３項第

３号）。 

（注４７）電気通信事業法第１６４条第１項各号に掲げる電気通信事業（いわゆる

適用除外電気通信事業）を営むものを含む。 

③ ブラウザフォンサービスにおいてポータルサイトを開設している場合、利

用者が自己又は自己の関係事業者の開設するポータルサイトを選択する際

の条件に比べて、他の電気通信事業者の開設するポータルサイトを選択する

際の条件を、例えばボタン操作数を当該他事業者の意思に反して同等としな

い等、不公平なものとすること（電気通信事業法第３０条第３項第２号）。 

 

(ｳ) 電気通信事業者が設定する以下のような料金その他の提供条件については 

業務改善命令が発動される。（電気通信事業法第２９条第１項第２号から第７

号まで） 

 

ａ 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき 

（例） 

① 「時価」や「当社が毎月末に請求する額」など社会通念上利用者にとって 

料金額が予見可能でないと認められるような料金を設定すること。 

② その他料金額の算出方法が、定額、定率などにより適正かつ明確に示され 

ていない料金を設定すること。 

 

なお、例えば、「月額料金は、毎月最終日１７時の東京外国為替市場の円相

場（１米ドルを日本円に換算した額）に当該月の通信時間を乗じた額」と定め

る場合や「年額料金は、昨年度Ａ社に対して支払った年額料金の○割引の額（昨

年度Ａ社のサービスを利用した場合）」と定める場合などは、一般的には本号

に該当しないと考えられる。 

 

ｂ 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の

設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定めら

れていないとき 

（例） 

① 利用停止、契約解除、損害賠償、料金返還に関する事項が適正かつ明確に 

規定されていない契約。 

② 延滞利息について不当に高額な割合を設定している契約。 

③ 消費者契約法に反するような、電気通信事業者に著しく有利で利用者に不 

利な規定のある契約。 
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なお、例えば一定期間内に申し込んだ利用者に対して、回線工事費その他

の工事費用を無料とする場合は、一般的には本号に該当しないと考えられる。 

 

ｃ 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき 

（例） 

① 公専公接続の制限（電話等の電気通信役務を提供する電気通信事業者が、 

電話役務を提供する契約において、契約者回線と専用回線とを相互に接続し 

て通話を行う場合には電気通信回線の接続の請求を承諾しない旨規定して 

接続を制限するもの）のある契約。 

② 利用者の責に帰すべき事由に基づくなどの合理的な理由なく、利用停止な 

ど利用を制限している契約。 

 

ｄ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき 

（例） 

① 固定発→携帯着通話料金と携帯発→固定着通話料金について、著しい料金 

格差が存在し、相当期間経過後も当該格差が縮小又は解消しないこと。 

② 契約回線数その他の利用条件が同一であるにもかかわらず、取引先や子会 

社等であることを理由として、特定の利用者に対し他の利用者と比較して著 

しく低い料金を設定すること。 

③ 相互接続通話の利用者に対して、利用停止、契約解除、延滞利息、支払期 

限などについて不当に差別的取扱いをしていること。 

④ 役務の提供を受けようとする者の責に帰すべき事由に基づくなどの合理 

的な理由なく特定の者には役務を提供しないこと。 

 

ｅ 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき 

（例） 

○ 重要通信の確保のために一般通信の規制を行うことが想定される電気通 

信役務について、その旨の規定を設けていない契約。 

 

ｆ 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他 

社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害 

するものであるとき 

（例） 

① 競争事業者が存在する業務区域において、コストが著しく異なるなどの合 

理的な理由なく、他の区域に比べて低い料金、割引料金など当該競争事業者 
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との間に不当な競争を引き起こし利用者利益を阻害するような有利な提供 

条件を設定すること。 

② 市場支配的な電気通信事業者が、他の電気通信事業者の接続料が著しく高 

いなど合理的な理由なく、自己以外の電気通信事業者のネットワークを利用 

した通話について、自己のネットワークのみを利用した通話と比較して高い 

料金を設定し、又は割引サービス等の対象としないこと。 

③ 独占的分野から競争分野への内部相互補助により不当な競争を引き起こ 

す料金を設定すること。 

④ 競争事業者を排除又は弱体化させるために適正なコストを著しく下回る 

料金を設定すること。 

⑤ 競争事業者のサービスを利用しないことを条件とする割引を設定するこ 

と。 

⑥ 利用者の範囲が限定されているなどの合理的な理由なく選択料金を廃止 

し、不当に利用者の選択の幅を狭めるような料金を設定すること。 

⑦ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、優先接続における 

自己への固定優先接続（マイラインプラス）の登録者のみに対して、基本料、 

工事費等端末回線に係る料金の割引又は減免を行うこと。 

⑧ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、自己の割引サービ 

ス等の利用者のみに対して、基本料、工事費等端末回線に係る料金の割引又 

は減免を行うこと。 

⑨ 自己の提供するサービスの提供条件（利用停止、契約解除、延滞利息等） 

について、自己の関係事業者のサービスの利用の有無を要件とする契約。 

⑩ 電気通信役務とあわせて電気通信役務以外の役務を提供する際に、当該電 

気通信役務の料金と当該電気通信役務以外の料金とを区分せずに設定する 

ことにより、他の電気通信事業者との間における不当な競争を引き起こすこ 

と。 

⑪ 契約において、優先接続における未登録者の扱いについて、利用者の意思 

にかかわらず「一般優先接続」ではなく、「固定優先接続」の登録をしたも 

のとみなすこと。 

⑫ 契約において、当該電気通信事業者との契約を解除し他の電気通信事業者 

に移行しようとする場合に、移行禁止期間を設けるなど事実上解約を制限す 

る条項を設定すること（ただし、最低利用期間内に解約となる場合の違約金 

等についてはこれに当たらない。）。 

⑬ 社会的経済的事情に照らして、最低契約期間が不当に長期の契約。 

⑭ 新規の申込みは停止するが、当分の間サービス提供を継続する、又は代替 

サービスを提供するなど既存利用者の利便を確保するための措置を講じる 
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ことなくサービスを廃止し、利用者の利便性を著しく低下させるような契約。 

 

なお、例えば、長期契約による割引、ボリュームディスカウント、一定期

間の無料キャンペーン、複数のサービスのセット割引等のサービスを提供し

ており、これによって他の事業者の事業活動が特段困難になっているとは認

められないような場合には、一般的には本号に該当しないと考えられる。 

 

(ｴ) 電気通信事業者が以下のような適正かつ合理的でない事業運営を行ってい

ることにより、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずる

おそれがあると認めるときは、業務改善命令が発動される。（電気通信事業法

第２９条第１項第１２号） 

（例） 

○ 電気通信事業者がそのサービス提供に必要な事業資金を調達するために 

虚偽のネットワーク構成等を説明してサービス提供しているとき。 

 

(2) セット提供に係る行為 

ア 独占禁止法上問題となる行為 

    市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

○ 自己の電気通信役務と併せて自己又は自己の関係事業者の商品・サービス

の提供を受けると当該他の商品の価格・サービスの料金が割安となる方法で

セット提供する場合において、その提供に要する費用を著しく下回る水準に

料金を設定することにより、競争関係にある他の商品・サービスの事業者の

事業活動を困難にさせること（私的独占、不当廉売等）。 

   

イ 電気通信事業法上問題となる行為 

    市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為については、行為の停止・変

更命令が発動される（電気通信事業法第３０条第４項）。また、第一種指定電気

通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当該業務に関

して行う以下の行為に相当する行為については、当該電気通信事業者に対し当

該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動される

（同法第３１条第４項）。さらに、これらの命令に違反した場合において、公共

の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び

同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１

号及び第１２６条第１項第３号）。 

（例） 
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○ 自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提

供を行うこと（電気通信事業法第３０条第３項第２号）。 

 

(3) 顧客と他の電気通信事業者との取引の妨害等に係る行為 

ア 独占禁止法上問題となる行為 

    市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

① 顧客等に対して、電気通信役務の品質面等に関する不当な情報提供を行い、

又は必要事項を十分に説明しないことなどにより、競争事業者と当該顧客等

との契約の締結を不当に妨害すること（私的独占、取引妨害等）。 

② 回線切替工事を必要とする電気通信役務について、自己との既存契約を解

約し競争事業者と契約を締結しようとする顧客の回線切替工事を遅延させ、

又は遅延を示唆することにより、競争事業者と当該顧客との契約の締結を不

当に妨害すること（私的独占、取引妨害等）。 

③ 顧客が自己との電気通信役務の提供契約を解約する場合において、当該顧

客に対して、高額の違約金の支払を請求し、又は他の電気通信事業者への移

行禁止期間を設けることにより、競争事業者と当該顧客との契約の締結を不

当に妨害すること（私的独占、取引妨害等）。 

④ 工事又は機器の取替え等が必要な電気通信役務について、当該工事等の費

用を自己又は自己の関係事業者の顧客に係るものに比べて競争事業者の顧客

に係るものを不利なものとすることにより、競争事業者とその顧客の取引を

不当に妨害すること（私的独占、取引妨害等）。 

 

イ 電気通信事業法上問題となる行為 

    電気通信事業者が以下のような適正かつ合理的でない事業運営を行っている

ことにより、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそ

れがあると認めるときは、電気通信事業法に基づき、業務改善命令が発動され

る（同法第２９条第１項第１２号）。 

（例） 

① 利用者等に対して、電気通信役務の料金、品質面等に関して不当な情報提

供を行い、又は必要事項を十分にかつ正確に説明しないこと等により、利用

者等と他の電気通信事業者との契約締結を妨害し、締結済の契約を解除させ、

又は自己の提供するサービスの契約へ誘導すること。 

② 利用者に対して、他の電気通信事業者との契約を行った場合、自己のサー

ビス品質を低下させる旨の示唆を行い、他の電気通信事業者との契約締結を

妨害すること。 
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③ 天災、事変その他の非常事態発生時における事実上の優遇措置の実施を理

由に、利用者等と他の電気通信事業者との取引について、契約の成立の阻止、

契約の不履行の誘引その他の方法により、その取引を不当に妨害すること。 

④ 回線切替工事等を必要とする電気通信役務について、自己又は自己の関係

事業者との既存契約を解約し他の電気通信事業者と契約を締結しようとする

利用者の回線切替工事等を意図的に遅延させるなど不利な取扱いを行い、又

はこうした不利な取扱いを示唆することにより、他の電気通信事業者と利用

者との契約締結を妨害すること。 

⑤ ＤＳＬサービスを電話との重畳により行う場合に、電話加入とＤＳＬ利用

申込名義が異なるという理由のみで、利用申込者への利用申込みの補正など

を求めることなく申込みに応じないこと。 

⑥ 利用者の同意を得ずに優先登録先の電気通信事業者を変更すること（いわ

ゆるスラミング）。 

⑦ 利用者の同意を得ずに付加サービス契約を締結したり、利用がないにもか

かわらず不当に高い料金請求を行うこと（いわゆるクラミング）。 

⑧ 電気通信事業者の固定系端末回線と接続してＤＳＬサービス等を提供する

他の電気通信事業者が、利用者からの契約解約の申出があったにもかかわら

ず、速やかに当該電気通信事業者に対して設備撤去工事等の申込みを行わず、

利用者の解約を遅延させること。 

 

(4) 自己の関係事業者との業務の受委託等に係る行為 

ア 独占禁止法上問題となる行為 

    加入者回線網を保有する電気通信事業者は、既存の電気通信役務に係る顧客

との契約関係を活用することで他の電気通信事業者に比べて有利に営業販売活

動等を展開し得る地位にある。このような状況において、市場において相対的

に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為は、独占禁止法上問題

となる。 

○ 自己の関係事業者に対しては電気通信役務に関する契約の媒介、取次ぎ又

は代理、その他の業務の受託等（業務の支援行為を含む。）を行う一方、競争

事業者に対しては、その受託等を不当に拒否し、又は高い料金を設定するな

ど不当に差別的に取り扱うこと（私的独占、取引拒絶等）（注４８）。 

（注４８）競争事業者の事業活動を困難にさせるおそれがないと認められる場合には

不当な行為に該当しない。 

 

イ 電気通信事業法上問題となる行為 

(ｱ) 電気通信事業者が以下のような適正かつ合理的でない事業運営を行ってい
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ることにより、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるお

それがあると認めるときは、電気通信事業法に基づき、業務改善命令が発動さ

れる（同法第２９条第１項第１２号）。 

（例） 

○ 自己の関係事業者の業務委託等についてのみ有利な取扱いをすること。 

 

   (ｲ) 市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為については、行為の停止・変

更命令が発動される（電気通信事業法第３０条第４項及び第３１条第４項）。

また、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子

会社等が当該業務に関して行う以下の行為に相当する行為については、当該電

気通信事業者に対し当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき

旨の命令が発動される（同法第３１条第４項）。さらに、これらの命令に違反

した場合において、公共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の

電気通信事業の登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る

（同法第１４条第１項第１号及び第１２６条第１項第３号）。 

（例） 

① 利用者に料金明細書等を送付する際、自己の関係事業者の商品案内、申

込書等を同封するなど当該電気通信事業者と一体となった排他的な業務を

行うこと（電気通信事業法第３０条第３項第２号）。 

② 自己の関係事業者に対して、料金その他業務の受委託に係る提供条件に

ついて有利な取扱いを行うこと（電気通信事業法第３０条第３項第２号）。 

③ 自己の提供する基本料に関して、自己の関係事業者が提供する割引サー

ビスを再販する電気通信事業者のみに利用者に対する請求代行を認めるこ

と（電気通信事業法第３０条第３項第２号）。 

④ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、料金回収業務や

商品販売業務の受託について、コスト、業務内容、販売数量等の条件が同

様であるにもかかわらず、特定関係事業者から徴収する手数料に比べて他

の電気通信事業者から徴収する手数料を高く設定すること（電気通信事業

法第３１条第２項第２号）。 

 

(5) 卸電気通信役務の料金の設定等に係る行為 

ア 独占禁止法上問題となる行為 

    事業者がどの事業者に対して卸電気通信役務を提供するかは、基本的には事

業者の取引先選択の自由の問題である。事業者が、料金、品質、サービス等の

要因を考慮して、独自の判断によって、ある事業者と取引しないこととしても、

基本的には独占禁止法上問題となるものではない。しかしながら、事業者が単
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独で行う取引拒絶であっても、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するため

の手段として取引を拒絶する場合には違法となり、また、競争事業者を市場か

ら排除するなどの独占禁止法上不当な目的を達成するための手段として取引を

拒絶する場合には独占禁止法上問題となる。 

    市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

① 卸電気通信役務に関連する費用を高く設定し（注４９）、卸電気通信役務の

提供を受けるに当たって必要となる情報を十分に開示せず、若しくは卸電気

通信役務の提供を受けるための手続を遅延させること等、又は費用、提供す

る情報、卸電気通信役務の提供を受けるまでの期間等について自己の関係事

業者に比べて不利にさせるような取扱いをすることにより、競争事業者の顧

客向け電気通信役務（以下「小売サービス」という。）市場への新規参入を阻

止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、差別取扱い等）。 

（注４９)電気通信回線等に係る既存投資額を償却し得るような料金水準である場合

には問題とならない。 

 

② 小売サービスを提供する電気通信事業者に対して、卸電気通信役務の提供

を行う場合に、他の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けないこ

とを条件とし、又は他の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けた

場合には自己が提供する卸電気通信役務の料金を高く引き上げることなどに

より、当該他の電気通信事業者の卸電気通信役務市場への新規参入を阻止し、

又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、排他条件付取引等）。 

③ 卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者は、卸電気通信役務の提供を

受けようとする競争事業者から、小売サービスを提供する地域（需要者に関

する情報）、想定される通信量（需要規模に関する情報）等に関する情報の提

供を受けることとなる。このため、卸電気通信役務の提供を行う電気通信事

業者は、卸電気通信役務の提供を受けようとする競争事業者との交渉の過程

において、当該競争事業者やその顧客に関する情報を知り得る立場にある。 

そのような立場を利用して、競争事業者との卸電気通信役務の提供に関す

る業務を通じて得た当該競争事業者やその顧客に関する情報を、自己や自己

の関係事業者の事業活動に利用することにより、競争事業者の新規参入を阻

止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、取引妨害等）（注５

０）。 

（注５０）競争事業者や顧客に関する情報を、自己の回線の設置業務（例えば、利用

の逼迫状況を改善する観点からネットワーク設計を行う業務）に利用する場

合には問題とならない。 



41 
 

イ 電気通信事業法上問題となる行為 

(ｱ) 電気通信事業者が以下のような行為を行っていることにより、他の電気通

信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく

阻害されるおそれがあると認めるときは、電気通信事業法に基づく業務改善

命令が発動される（同法第２９条第１項第１０号）。 

（例） 

① 卸電気通信役務の契約において、当事者の責任に関する事項や料金の

算出方法等が適正かつ明確に定められていないこと。 

② 自己の関係事業者等に対する料金に比べて高い料金で卸電気通信役務

を提供するなど、特定の電気通信事業者を不利に取り扱うこと。 

③ 卸電気通信役務の料金に関して、利用者に対する料金よりも高い料金

を設定すること。 

④ 卸電気通信役務の提供の申込みに対して、不要な資料の提出を要求し、

若しくは速やかに回答できるにもかかわらず、いたずらに回答を遅延さ

せること。 

⑤ 卸電気通信役務の提供に関して入手した情報を自己の営業目的に利用

すること。 

 

(ｲ) 市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為については、行為の停止・

変更命令が発動される（電気通信事業法第３０条第４項）。また、第一種指

定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当

該業務に関して行う以下の行為に相当する行為については、当該電気通信事

業者に対し当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命

令が発動される（同法第３１条第４項）。さらに、これらの命令に違反した

場合において、公共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電

気通信事業の登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る

（同法第１４条第１項第１号及び第１２６条第１項第３号）。 

（例） 

○ 卸電気通信役務の提供について、自己の関係事業者に対して、他の電

気通信事業者と比べて低い料金や有利な条件で提供すること（電気通信

事業法第３０条第３項第２号）。 

 

第４ コンテンツの提供に関連する分野 

１ 独占禁止法における考え方 

(1) 電気通信事業者は、移動体通信端末又は固定通信端末（以下「簡易端末」とい

う。）のディスプレイ等を利用し、音楽の配信、タウン情報、銀行との取引等の各
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種オンラインサービス（以下「コンテンツ」という。）を利用できるシステム（以

下「簡易端末情報サービスシステム」という。）を管理・運用している場合がある。 

   簡易端末情報サービスシステムを管理・運用している電気通信事業者（以下「シ

ステム運用事業者」という。）は、その管理・運用の適切性等を確保する観点から、

簡易端末の簡単なキー操作によってアクセスすることができるメニュー（以下「メ

ニューリスト」という。）を設定し、一定の基準（以下「掲載基準」という。）の

下に、コンテンツを掲載していることが一般的である。また、メニューリストに

掲載されたコンテンツの提供に係る料金については、電気通信役務料金とともに

システム運用事業者による代行回収が行われる仕組みとなっている。 

   簡易端末情報サービスシステムについては、顧客はメニューリストに掲載され

ていないコンテンツに比べて、メニューリストに掲載されているコンテンツにア

クセスする傾向が強いと指摘されており、コンテンツを提供する事業者（以下「コ

ンテンツプロバイダー」という。）にとっては、自己が提供するコンテンツがメニ

ューリストに掲載されることが、他のコンテンツプロバイダーとの競争上重要で

あると考えられる。 

   他方、それぞれの簡易端末情報サービスシステム間に互換性がないため、顧客

は他の簡易端末情報サービスシステムのメニューリストに掲載されているコンテ

ンツにはアクセスできない現状を踏まえると、システム運用事業者にとっては、

優良なコンテンツをどれだけ自己の簡易端末情報サービスシステムのメニューリ

ストに掲載できるかが、他のシステム運用事業者との競争上重要であると考えら

れる。 

 

(2) このような状況の下、例えば、システム運用事業者が、コンテンツプロバイダ

ーと他のシステム運用事業者との取引を制限する（注５１）条件を付けて、当該

コンテンツプロバイダーと取引することにより、市場における競争が実質的に制

限される場合には、私的独占に該当し、独占禁止法第３条の規定に違反すること

となる。市場における競争が実質的に制限されるまでには至らない場合であって

も、上記のような行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には不公

正な取引方法に該当し、独占禁止法第１９条の規定に違反することとなる（注５

２）。 

（注５１）システム運用事業者は、自己のメニューリストへのコンテンツの掲載基準を独

自に定めているところ、掲載基準が公開されていなかったり、公開されていても明

確性に欠ける場合がある。このような場合、システム運用事業者による掲載基準の

恣意的運用が行われ、他のシステム運用事業者との取引を制限することとなりやす

い。 

（注５２）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ｉ、第２、２（３）を参照。 
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 ２ 電気通信事業法における禁止行為、停止・変更命令等 

    市場支配的な電気通信事業者がシステム運用事業者として簡易端末情報サー

ビスシステムを管理・運用している場合において、当該電気通信事業者が、コ

ンテンツプロバイダーの業務について不当に規律し、又は干渉をすることは、

電気通信事業法上の禁止行為に該当し（同法第３０条第３項第３号）、総務大臣

の停止又は変更命令の対象となる（同条第４項）。また、第一種指定電気通信設

備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当該業務に関して同

様の行為を行った場合には、当該電気通信事業者に対し当該行為を停止・変更

させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動される（同法第３１条第４

項）。さらに、これらの命令に違反した場合において、公共の利益を阻害すると

認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び同法第１１７条第１

項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１号及び第１２６条第

１項第３号）。 

 

 ３ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

市場において相対的に高いシェアを有するシステム運用事業者が、以下のよ

うな行為により、競争事業者の取引の機会を減少させ、又はコンテンツ提供市

場における価格競争を阻害するおそれを生じさせることは、独占禁止法上問題

となる（私的独占、排他条件付取引、拘束条件付取引等）。 

    また、市場支配的な電気通信事業者が、以下の行為を行うことにより、コン

テンツプロバイダーの業務について不当に規律し、又は干渉すると認められる

ときは、電気通信事業法第３０条第３項第３号の禁止行為に該当し、総務大臣

による停止又は変更命令が発動される（同条第４項）。また、第一種指定電気通

信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当該業務に関し

て同様の行為を行った場合には、当該電気通信事業者に対し当該行為を停止・

変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動される（同法第３１条

第４項）。さらに、これらの命令に違反した場合において、公共の利益を阻害す

ると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び同法第１１７条

第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１号及び第１２６

条第１項第３号）。 

① 競争事業者のメニューリストへ新たにコンテンツを掲載しようとするコン

テンツプロバイダーに対して、自己のメニューリストへのコンテンツの掲載

若しくは料金回収代行サービスを中止し、又は既に競争事業者のメニューリ

ストにコンテンツを掲載しているコンテンツプロバイダーに対して、自己の

メニューリストへの掲載若しくは料金回収代行サービスを拒否（注５３）す
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ること（注５４）。 

（注５３）不適切なコンテンツが流れることを防止する観点から、メニューリストに

掲載すべきコンテンツプロバイダーの選択基準を明確にした上で、公正に実

施する場合には問題とならない。 

（注５４）要望するカテゴリへの掲載を不当に拒否する場合又はサイトのツリー構造

の最下層近辺への配置により不当に不利益を与える場合も問題となる。 

 

② 自己のメニューリストへ既にコンテンツを掲載している又は新たにコンテ

ンツを掲載しようとするコンテンツプロバイダーに対して、競争事業者のメ

ニューリストへのコンテンツの掲載を禁止する、又は競争事業者のメニュー

リストに対応する記述言語によるコンテンツの作成を禁止すること。 

③ コンテンツをメニューリストに掲載させる条件として、コンテンツプロバ

イダーと顧客との間におけるコンテンツ提供に係る料金の設定に関与する

（注５５）こと。 

（注５５）高額請求による利用者とコンテンツプロバイダーとのトラブルを回避す

るため、一定額以上となるようなコンテンツ料金を承諾しないことについ

ては、当該一定額が料金を不当に制限するものではない限り、問題となら

ない。 

 

第５ 電気通信設備の製造・販売に関連する分野 

１ 独占禁止法における考え方 

(1) 技術革新の進展が著しく、それに基づく新たなサービスの展開が活発である電

気通信事業分野においては、電気通信事業者が、電気通信設備の製造に当たって

いわゆる事実上の標準と認められる特許等を有している場合があり、そのような

特許等のライセンス契約を締結しないと、電気通信設備の製造販売活動が困難と

なるおそれがある。 

 

(2) このような場合において、例えば、電気通信事業者が、電気通信設備の製造業

者（以下「設備メーカー」という。）に対して、特許等のライセンス契約の締結に

併せて他の商品・サービスを自己又は自己の指定する事業者から購入させること、

又は特許等のライセンス契約を締結している設備メーカーとその取引の相手方と

の取引その他設備メーカーの事業活動を拘束する条件を付けて当該設備メーカー

と取引をすることにより、市場における競争が実質的に制限される場合には、私

的独占に該当し、独占禁止法第３条の規定に違反することとなる。市場における

競争が実質的に制限されるまでには至らない場合であっても、上記のような行為

により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には不公正な取引方法に該当し、
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独占禁止法第１９条の規定に違反することとなる（注５６）。 

  なお、一般に、技術の利用に係る制限行為に関する独占禁止法における考え方

については、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成 19 年 9 月 28

日公正取引委員会)に基づいて判断される。 

（注５６）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ｉ、第２、２（３）を参照。 

  

２ 電気通信事業法における禁止行為、停止・変更命令等 

市場支配的な電気通信事業者が、設備メーカー又は販売業者に対し、その業務に

ついて不当に規律し、又は干渉をすることは、電気通信事業法上の禁止行為に該当

し（同法第３０条第３項第３号）、総務大臣の停止又は変更命令の対象となる（同条

第４項）。また、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託し

た子会社等が当該業務に関して同様の行為を行った場合には、当該電気通信事業者

に対し当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動さ

れる（同法第３１条第４項）。さらに、これらの命令に違反した場合において、公共

の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び同法

第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１号及び第

１２６条第１項第３号）。 

 

３ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

電気通信事業者が以下のような行為により、他の事業者の事業活動を困難にさせ、

競争事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、若しくはその事業活動を困

難にさせ、又は端末設備の価格競争を阻害するおそれを生じさせることは、独占禁

止法上問題となる（私的独占、抱き合わせ販売等、再販売価格の拘束、拘束条件付

取引等）。 

また、市場支配的な電気通信事業者が、以下の行為を行うことにより、設備メー

カー又は端末設備の販売業者の業務について不当に規律し、又は干渉すると認めら

れる（注５７）ときには、電気通信事業法第３０条第３項第３号の禁止行為に該当

し、総務大臣による停止又は変更命令が発動される（同条第４項）。また、第一種指

定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当該業務に

関して同様の行為を行った場合には、当該電気通信事業者に対し当該行為を停止・

変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動される（同法第３１条第４

項）。さらに、これらの命令に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認め

られるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び同法第１１７条第１項の認定

の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１号及び第１２６条第１項第３号）。 

（注５７）ただし、販売業者の選定に当たって、利用者利益の確保の観点等から一定のサー

ビス水準を満足することを条件とする場合や、下記④において、販売業者が専売を
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希望する場合には、電気通信事業法上問題とならない。 

① 設備メーカーと電気通信設備を製造するために不可欠な特許等のライセンス契

約を締結するのに併せて、合理的な理由なく、自己又は自己の指定する事業者か

ら設備メーカーが必要とする商品・サービスを購入させること。 

② 電気通信設備を製造するために不可欠な特許等について、設備メーカーと締結

しているライセンス契約又は共同開発契約において、自己の特許等の技術を利用

した電気通信設備を競争事業者に販売する際には別契約により許諾を要する旨の

条件を付している場合に、合理的な理由なく、設備メーカーからの許諾要請を認

めず、若しくは許諾に係る手続を遅延させるなど実質的に許諾請求を拒否してい

ると認められる行為を行い、競争事業者に当該特許等の技術を利用した電気通信

設備を販売する時期等を制限すること。 

③ 端末設備（注５８）の販売業者に対して、自ら定めた端末設備の標準価格、参

考価格等を遵守させ、又は販売業者が店頭、広告等において表示する価格を拘束

すること。 

（注５８）端末設備とは、例えば、電話機（固定、移動体）、ファクシミリ機等をいう。 

④ 端末設備の販売業者に対して、他の電気通信事業者の端末設備を取り扱わせず、

自ら指定した端末設備のみを販売させ、又は自ら定めた販売地域等を遵守させる

こと。 

 

【再掲】 市場支配的な電気通信事業者に対する非対称規制（禁止行為等） 

電気通信事業法上の市場支配的な電気通信事業者に対する非対称規制の対象と

なる行為については、前述の第１から第５までの各分野において、同法上問題と

なる行為として記載されているが、電気通信事業者等の便宜を考慮し、その趣旨

及び概要と併せて、対象となる行為について当該規制の根拠条文ごとにまとめ直

し、再掲することとする。 

 

１ 制度の趣旨及び概要 

(1) 電気通信事業法においては、公正競争促進の措置として、市場支配的な電気通

信事業者をあらかじめ特定して一定の規制を通常の電気通信事業者とは非対称的

に課す非対称規制制度を整備している。 

具体的には、市場支配的な電気通信事業者に対して、次に掲げる①から③まで

の行為をあらかじめ禁止するとともに（同法第３０条第３項）、これに違反する行

為に対しては、速やかに除去し得るよう行為の停止・変更命令制度が設けられて

いる（同法第３０条第４項）。 

（市場支配的な電気通信事業者の禁止行為） 

① 接続の業務に関して知り得た情報の目的外利用・提供。 
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② 電気通信業務についての特定の電気通信事業者に対する不当に優先的な取扱

い・利益付与又は不当に不利な取扱い・不利益付与。 

③ 他の電気通信事業者（注１）、電気通信設備の製造業者・販売業者の業務に対

する不当な規律・干渉。 

  また、市場支配的な電気通信事業者は、内部相互補助の抑止・監視及び業務運

営の透明性確保の観点から、会計整理義務及び電気通信役務に関する収支状況等

の会計情報の公表義務が課されている（電気通信事業法第３０条第５項）。 

（注１）コンテンツプロバイダーなど、電気通信事業法第１６４条第１項各号に掲げる電

気通信事業（いわゆる適用除外電気通信事業）を営むものを含む。 

 

(2) 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その第一種指定電気通

信設備のボトルネック性（他の電気通信事業者の事業展開にとっての不可欠性、

独占性）から、特に大きな市場支配力を有しており、それを背景とした反競争的

な行為を行った場合、電気通信事業者間の公正な競争及び電気通信の健全な発達

に及ぼす弊害は大きい。 

このため、電気通信事業法は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事

業者に対し、(1)①から③までの行為を禁止する他、 

① 特定の業務において、特定関係事業者（注２）に比べて他の電気通信事業者

に対し不利な取扱いを行うことを原則として禁止するとともに（注３）（同法

第３１条第２項）、 

② (1)①から③までの規制、及び①の規制の実効性を確保するため、電気通信

業務等を子会社等に委託する場合には、当該子会社等が、受託した業務に関し、

(1)①から③までの行為、及び①の行為を行わないように、当該子会社等に対

し、必要かつ適切な監督を行うことを義務付けている（同条第３項）。（注４） 

（注２）「特定関係事業者」とは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする親法人、当該親法人の子会社（当該電

気通信事業者を除く。）に該当する電気通信事業者であって、総務大臣が指定するも

のをいう（同条第１項）。 

（注３）「ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」

（電気通信事業法第３１条第２項ただし書）とされており、具体的には、以下の 

理由がある場合には、やむを得ない理由があるものとされる。 

(1) 他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、

守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項を履行せず、又は履行

しないおそれがあること（電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２

５号）第２２条の６）。 

(2) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社については、当分の間、 
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① 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律（平成９年法律第９８号）

附則第５条第６項の承継計画に記載された同法附則第３条第２項第４号及

び第６号に掲げる事項のうち、以下の事項を実施するものであること（電

気通信事業法施行規則の一部を改正する省令（平成１３年総務省令第１４

８号）附則第２項）。 

ア 特定関係事業者が提供する音声伝送役務の契約者に係る契約者情報の

追加及び更新に係る業務の受託 

イ 特定関係事業者の設備の監視及び制御に係る業務の受託 

（注４）この他、当該電気通信事業者に対する非対称規制として、Ⅲ１に記載する義務

が課されている。 

 

これらのうち、①の規制に違反する行為、及び業務を受託した子会社等が行う

②に掲げる行為に対しては、行為の停止・変更命令、又は当該行為を停止・変更

させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動される（同条第４項）。 

また、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、これらの義務の

遵守状況を確認する観点から、毎年、これらの義務の遵守のために講じた措置及

びその実施状況に関する事項を総務大臣に報告することが義務付けられている

（同条第７項）。 

 

２ 電気通信事業法上問題となる行為 

(1) 市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為は、電気通信事業法上の禁止行為

に該当し、このような行為を行った場合は、行為の停止・変更命令が発動される（同

法第３０条第４項）ほか、当該命令に違反した場合において、公共の利益を阻害す

ると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び同法第１１７条第１

項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１号及び第１２６条第１項

第３号）。 

ア 接続の業務に関して知り得た情報の目的外利用・提供（電気通信事業法第３０

条第３項第１号） 

○ 他の電気通信事業者との接続の業務に関して知り得た情報を、当該情報の本

来の利用目的を超えて社内の他部門又は自己の関係事業者等へ提供するような

行為（第１の３(2)エ①）。 

イ 電気通信業務についての特定の電気通信事業者に対する不当に優先的な取扱

い・利益付与又は不当に不利な取扱い・不利益付与（電気通信事業法第３０条第

３項第２号） 

（例） 

① 優先接続（マイライン）等における利用者登録作業についての不公平な取扱 
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い（第１の３(2)エ②）。 

② 自己の関係事業者のネットワークを利用した通話のみについての割引サー 

ビス等の設定（第３の３(1)イ(ｲ)①）。 

③ 自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供 

（第３の３(2)イ）。 

④ 自己の関係事業者と一体となった排他的な業務（電気通信役務の提供以外 

の業務（例：料金明細書への商品案内の同封、課金・認証等のプラットフォー

ム機能の管理・運営）については、当該業務が電気通信役務の提供と密接不可

分に関係しており、その態様が合理的な理由なく差別的であることにより電気

通信市場の公正な競争にただちに弊害を及ぼす場合に限る）（第３の３(4)イ

(ｲ)①）。 

⑤ 自己の関係事業者に対する料金等の提供条件についての有利な取扱い（第３ 

の３(4)イ(ｲ)②）。 

⑥ 特定の電気通信事業者のみに対して基本料請求代行を認めること（第３の３ 

(4)イ③）。 

⑦ 自己の関係事業者に対する卸電気通信役務の提供に関する有利な取扱い（第 

３の３(6)イ(ｲ)）。 

⑧ ブラウザフォンサービスにおける不公平なポータルサービス利用条件の 

設定等（第３の３(1)イ(ｲ)③）。 

 

（注５）上記において禁止される排他的な役務提供や業務は、例えば、市場支配的な電気通

信事業者が行う事業提携において、提携の相手方に対し、特定の役務提供条件の設定

や他の電気通信事業者との同様の提携を行うこと、又は行わないこと等を強要するこ

と等、その市場支配力を濫用して行うものをいう。 

 

ウ 他の電気通信事業者、電気通信設備の製造業者・販売業者の業務に対する不当 

な規律・干渉（電気通信事業法第３０条第３項第３号） 

（例） 

① 他の電気通信事業者の提供する電気通信役務の内容等の制限（第３の３(1)イ

(ｲ)②）。 

② コンテンツプロバイダーに対する不当な規律・干渉（例えば、ポータルサイ

トへの掲載の可否や料金回収業務の提供可否といった提供条件を不合理な条件

で一方的に設定すること等、市場支配的な電気通信事業者がその市場支配力を

濫用して行うものをいう）（第４の３①～③）。 

③ 電気通信設備の製造業者・販売業者の業務に対する不当な規律・干渉（例え

ば、端末設備の製造業者に対して特定機種の端末を合理的な理由なく他の電気
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通信事業者に提供させないこと、端末設備の販売業者に対して他の電気通信事

業者の端末設備を合理的な理由なく取り扱わせないこと、端末設備の販売業者

に対して社会通念を超える販売数量ノルマを課すこと等、市場支配的な電気通

信事業者がその市場支配力を濫用して行うものをいう）（第５の３①～④）。 

 

(2) 市場支配的な電気通信事業者のうち第一種指定電気通信設備を設置する電気通信

事業者が行う以下の行為は、電気通信事業法上の禁止行為に該当し、このような行

為を行った場合は、行為の停止・変更命令が発動される（同法第３１条第４項）ほ

か、当該命令に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認められるときは、

同法第９条の電気通信事業の登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由とな

り得る（同法第１４条第１項第１号及び第１２６条第１項第３号）。 

ア 第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置・保守、土地・

建物等の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事

業者を不利に取り扱う行為（電気通信事業法第３１条第２項第１号） 

（例） 

(ア) 接続に必要となる情報の提供に関する不公平な取扱い（第１の３(2)エ③）。 

(イ) 接続に必要な装置等の設置・保守工事、コロケーション、電柱・管路等の 

貸与に関する不公平な取扱い（第１の３(2)エ④）。 

イ 電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ又は代理その他他の電気通信

事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者

を不利に取り扱う行為（電気通信事業法第３１条第２項第２号） 

（例） 

○ 料金回収業務等に係る手数料の不公平な設定（第３の３(4)イ(ｲ)④）。 

 

(3) 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等

が、当該業務に関して(1)、(2)に掲げる行為に相当する行為を行った場合には、当

該電気通信事業者に対し、当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべ

き旨の命令が発動される（同法第３１条第４項）ほか、当該命令に違反した場合に

おいて、公共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の

登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項

第１号及び第１２６条第１項第３号）。 
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Ⅲ 競争を一層促進する観点から事業者が採ることが望ましい行為 

 
１ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する非対称規制 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対しては、Ⅱ【再掲】１

(2)で述べた観点から、設備部門の設置その他の接続の業務に関して知り得た他の

電気通信事業者等に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適

切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講ずべき非対称規制が課され

ている（電気通信事業法第３１条第５項）。 

 当該措置は、同条第６項に列挙された事項を含むものでなければならず、かつ、

電気通信事業法施行規則第２２条の７に列挙された要件を満たすものでなければ

ならないところ、当該要件を満たすための具体的な行為として、例えば、以下に

掲げる行為を採ることが望ましいものと考えられる。 

(1) 設備部門の設置及び他の部門との間の隔絶（同規則第２２条の７第１号から

第４号まで関係） 

(例) 

① 設備部門の業務に従事する者（注１）が当該業務の用に供する室と、そ

の他の部門の業務に従事する者が当該業務の用に供する室とを、別フロア

ーに配置する等により物理的に隔絶すること。 

（注１）設備部門の業務に従事する者の範囲は、第一種指定電気通信設備を設置する

電気通信事業者の事業所等において接続の業務に関して他の電気通信事業者及び

その利用者に関する情報を知り得る者すべてを対象とすることが適当である。 

② 設備部門の業務の用に供する室に、その他の部門の業務に従事する者が

容易に入室することができないよう、適切な入室管理を行うこと。 

 

(2) 厳格な情報遮断措置（同条第５号から第 10 号まで関係） 

(例) 

○ 接続関連情報（注２）の取扱いを適正なものとするために設備部門の業務

に従事する者（当該業務に従事していた者を含む。）が遵守すべき規程にお

いて、次の事項を規定すること 

・ 支店等（注３）の長が設備部門の業務に従事する者の職務とその他の

部門の業務に従事する者の職務を兼ねることとなる場合において、当該

者の接続関連情報の取扱いを適正なものとするための事項 

・ 設備部門とその他の部門との間の人事異動に際して、接続関連情報の

取扱いを適正なものとするための事項 

・ 設備部門の業務に従事する者とその他の部門の業務に従事する者の共

有スペースその他設備部門の業務の用に供する室外において、接続関連
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情報の取扱いを適正なものとするための事項 

・ 法令違反や本規程違反が発覚した場合の処理手順等に関する事項 

（注２）電気通信事業法施行規則第 22 条の７第５号に規定する接続関連情報をい

う。 

（注３）同条第３号に規定する支店その他の事業所をいう。 

 

(3) 実効的な監視の仕組み（同条第 11 号から第 16 号まで関係） 

(例) 

○ 監視部門を、電気通信事業法施行規則第 22条の７第 12号に掲げる設備部

門との間で手続き等を実施することとなる部門からも独立した部門として

設置すること 

 

２ その他電気通信事業者が採ることが望ましい行為 

(1) 禁止行為等規定を遵守するために講じた措置及びその実施状況の公表 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信事業法第３

１条２項、３項及び５項の遵守のために講じた措置及びその実施状況について

総務大臣に対し報告する義務を課せられることとなるが（電気通信事業法第３

１条第７項）、これらの規定の遵守の徹底を図る観点からは、報告した内容に

ついて公表することが望ましい。 

 

(2) 加入者回線網の開放の徹底 

加入者回線網を保有する市場支配的な電気通信事業者は、競争を一層促進す

る観点から、他の電気通信事業者との接続・コロケーションの実施状況を事後

的に公表することが望ましい。 

具体的には、自己の関係事業者を優遇していないことが検証できるよう、接

続・コロケーションを実施した相手方を自己の関係事業者とそれ以外に区分し

た上で、申込件数、実績、手続に要した期間、拒否した件数・拒否した場合の

理由などの実施状況を定期的に取りまとめ、公表することが望ましい。 

 

(3) 電柱・管路等の貸与関係 

ア 電柱・管路等の貸与担当部門と他部門・自己の関係事業者との情報遮断等 

電柱・管路等を保有する事業者は、競争を一層促進する観点から、その貸与

担当部門と自己の営業部門・自己の関係事業者との間において、貸与手続を通

じて知り得たインフラベースの事業者の情報を遮断する措置を講じるととも

に、情報遮断の具体的な実施については、企業秘密の保持等に配慮した上で、

その実施状況を外部から検証できる方法を採用することが望ましい。 
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イ 電柱・管路等の貸与申込手続の公表等 

設備保有者は、競争を一層促進する観点から、以下のように、設備の提供に

係る貸与申込手続等をあらかじめ公開する（透明性）等の取組を積極的に推進

することが望ましい。 

（例） 

① 貸与申込手続等に関する標準実施要領の作成及び公表（ガイドライン第１ 

３条） 

設備保有者は、ガイドラインに準拠した設備の使用に関する標準実施要領 

を作成し、設備の提供に関する次の事項をあらかじめインターネット上のホ 

ームページで公表することが望ましい。 

   (ア) 提供を受けるための申込み窓口及びその連絡先 

(イ) 提供を受けるための手続（設備の提供に伴う事前調査（以下「調査」

という。）の申込みから使用までの標準的な手続（設備使用料及びその算

出根拠の通知に関するものを含む。）） 

(ウ) 申込書、通知書その他必要な書類の標準的な様式及び添付すべき書類

の種類 

(エ) 提供が拒否できる事由 

(オ) 標準的な設備使用料及びその算出根拠 

(カ) 調査の申込みから提供の可否の回答までの標準的期間（標準的な調査 

回答期間） 

(キ) 提供に関して行う調査に係る費用の算定方法 

(ク) 調査の申込みから設備の使用開始までの標準的期間 

(ケ) 定型的かつ反復して行われる光ファイバを用いた引込線等に係る設備 

の使用の申込みに関する手続の簡素化及び効率化のための基本的事項 

(コ) 前号に掲げるもののほか、設備の使用の申込みに関する手続の簡素化

及び効率化に関して必要な事項 

② 情報開示（ガイドライン第１２条） 

設備保有者は、電気通信事業者から設備の使用可能状況について照会があ 

ったときは、可能な限り、当該区間の使用可能状況について当該電気通信事 

業者への回答を行うことが望ましい。 

③ 資料の提供等（ガイドライン附則第２条） 

ガイドラインは、毎年４月１日に、設備使用の進展の程度等について検討 

を加え、その結果に基づいて見直しを行うものとしているところ、当該見直 

しに当たり、設備保有者は、資料の提供等必要な協力を行うことが望ましい。 

 

ウ 電柱・管路等の貸与状況の公表 
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電柱・管路等を保有する事業者は、競争を一層促進する観点から、インフラ

ベースの事業者への電柱・管路等の貸与の実施状況を事後的に公表することが

望ましい。 

具体的には、自己の関係事業者を優遇していないことが検証できるよう、貸

与先を自己の関係事業者とそれ以外に区分した上で、申込件数、貸与実績、貸

与手続に要した期間、貸与を拒否した件数・拒否した場合の理由などの実施状

況を定期的に取りまとめ公表することが望ましい。 

 

(4) 卸電気通信役務市場の活性化 

卸電気通信役務に関する提供条件の透明性・公平性を確保し、競争を一層促

進する観点から、電気通信事業者は、できるだけ卸電気通信役務の料金その他

の提供条件について、標準的な提供条件のメニューを作成・公表することが望

ましい。 

 

(5) 違反防止マニュアルの作成 

市場支配的な電気通信事業者は、競争を一層促進する観点から、社内におい

て独占禁止法及び電気通信事業法遵守マニュアルを作成し、社内研修の充実等

を図ることにより、的確に実施することが望ましい。 

また、こうしたマニュアルについては、自社の営業員等だけでなく販売代理

店においても遵守徹底を図ることが重要である。 

 

Ⅳ 報告・相談、意見申出等への対応体制 

第１ 違反行為の報告・相談、競争の促進に関する各種苦情・意見申出等 

独占禁止法においては、何人も同法の規定に違反する事実があると思料すると

きは、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るべきことを求める

ことができる旨規定されている（独占禁止法第４５条）。 

公正取引委員会は、IT 関連分野及び公益事業分野における公正かつ自由な競争

を確保するため、同分野における独占禁止法違反について、効率的かつ迅速に情

報収集し、事件処理を行うこととしている。 

また、公正取引委員会は、法運用の透明性の向上を図るとともに事業者等の自

らの行為への法適用に関する予見可能性を高めるとの観点から、事業者等が行お

うとする具体的な行為に関し相談に応じており、当該行為が公正取引委員会所管

法令の規定に抵触するか否かに関する事業者等からの照会に対し、回答する手続

（事業者等の活動に係る事前相談制度）を整備している（注１）。 

（注１）事前相談制度は、事業者や事業者団体が行おうとする具体的な行為が、公正取引
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委員会が所管する法律（独占禁止法及び下請法）の規定に照らして問題がないかど

うかの相談に応じ、原則として、事前相談申出書を受領してから３０日以内に書面

により回答するものである（「事業者等の活動に係る事前相談制度」平成１３年１

０月１日公正取引委員会を参照）。 

 

電気通信事業法においては、電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その

他の提供条件等に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し意見の申出

をすることができる旨規定されている（同法第１７２条）。 

また、電気通信事業者間の電気通信設備の接続等に係る契約・協定の締結に関

する争いについては、電気通信紛争処理委員会のあっせん又は仲裁を求めること

ができる旨規定されている（同法第１５４条～第１５９条）。 

総務省においても、電気通信事業者等が行おうとする具体的な行為に関し、当

該行為が電気通信事業法等の総務省所管法令の規定に抵触するか否かについて、

照会を受け、それに対して回答する手続（法令適用事前確認手続（ノーアクショ

ンレター制度））を整備している（注２）。 

（注２）法令適用事前審査確認手続は、事業者等が実現しようとする自己の事業活動に係

る具体的行為に関し、当該行為が総務省所管法令の対象となるかどうかをあらかじ

め総務省に確認する手続である（総務省法令適用事前確認手続規則（平成１３年総

務省訓令第１９７号））。 

 

総務省では、事業者等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為が、

電気通信事業法、電波法等総務省所管法令に基づく申請に対する処分又は届出等

行政機関に対し一定の事項を通知する行為の根拠を定める条項で当該条項に違反

する行為が罰則の対象となるもの及び不利益処分の根拠を定める条項の適用対象

となるか否かの照会に対し、原則として、受け付けた日から 30日以内に書面によ

り回答することとしている。 

公正取引委員会及び総務省は、上記の独占禁止法及び電気通信事業法の規定を

運用していくとともに、本指針に示されている考え方や問題となる行為等に関す

る相談を受け付けることとしている（窓口については下表参照）。 

 

第２ 公正取引委員会と総務省の連携 

独占禁止法と電気通信事業法の運用に当たっては、公正取引委員会及び総務省

は、同一の行為に対して独占禁止法と電気通信事業法が適用され得ることにかん

がみ、両法の運用について最大限の整合を図り、両法の適用関係をめぐる事業者

の無用の混乱や過大な負担を生じさせないようにする観点から、下記のような連

絡・情報交換を行うこととする。 
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１ 公正取引委員会及び総務省は、それぞれに寄せられた相談及び総務省に寄せら

れた電気通信事業法第１７２条に基づく意見申出について、電気通信事業法上問

題となる可能性があると公正取引委員会が判断した場合、独占禁止法上問題とな

る可能性があると総務省が判断した場合などにおいて、相互に、相談者又は意見

申出者の希望を踏まえ、連絡することとする。 

 

２ 公正取引委員会及び総務省は、独占禁止法及び電気通信事業法の運用に当たっ

て、必要に応じ、それぞれの処理についての情報交換等を行うこととする。 

 

３ 公正取引委員会及び総務省は、１及び２の連絡・情報交換のための窓口を相互

に設置することとする。 
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表  報告・相談等窓口 

担当行政官庁 報告・相談等 窓口課 連絡先 

 

 

 

 

 

公正取引委員会 

独占禁止法第 45 条

に基づく違反事実

の報告 

（注１） 

公正取引委員会事務総局  

審査局情報管理室 

（注２） 

〒100-8987 

 東京都千代田区霞が関 1-1-1 

中央合同庁舎第 6号館 B棟 

電話  (03)3581-5471 

Fax  (03)3581-6050 

独占禁止法の 

事前相談及び 

一般的な相談 

公正取引委員会事務総局  

経済取引局取引部相談指導室 

（注２） 

〒100-8987 

東京都千代田区霞が関 1-1-1 

中央合同庁舎第 6号館 B棟 

電話  (03)3581-5481 

Fax  (03)3581-1948 

 

 

   

 

 

総務省 

 

電気通信事業法第

１７２条に基づく

意見の申出 

総務省総合通信基盤局総務課 

（注３） 

〒100-8926 

東京都千代田区霞が関 2-1-2 

中央合同庁舎第 2号館 

電話  (03)5253-5827 

Fax  (03)5253-5830 

電気通信事業法等

の一般的な相談 

総務省総合通信基盤局電気通

信事業部事業政策課 

（注３） 

〒100-8926 

東京都千代田区霞が関 2-1-2 

中央合同庁舎第 2号館 

電話  (03)5253-5835 

Fax  (03)5253-5848 

（注１）ホームページからの報告については、http://www.jftc.go.jpまで。 

（注２）独占禁止法に関する関東甲信越地方（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・ 

東京都・神奈川県・新潟県・長野県・山梨県）以外の窓口については別表１参照。 

（注３）電気通信事業法に関するその他の窓口については、別表２参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jftc.go.jp/
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別表１ 独占禁止法に関する関東甲信越地方以外の窓口 

地方事務所等 
独占禁止法第 45条に基

づく違反事実の報告 

独占禁止法の 

一般的な相談 
管轄区域 

北海道事務所 

〒060-0042 

  札幌市中央区大通西 12丁目 

  札幌第 3合同庁舎 

第一審査課 

T E L   :(011)231-6300 

F A X   :(011)261-1719 

総務課 

T E L   :(011)231-6300 

F A X   :(011)261-1719 

北海道 

東北事務所 

〒980-0014 

  仙台市青葉区本町 3-2-23 

  仙台第 2合同庁舎 

第一審査課 

T E L   :(022)225-8421 

F A X   :(022)261-3548 

総務課 

T E L   :(022)225-7095 

F A X   :(022)261-3548 

青森県・岩手県・宮城県 

秋田県・山形県・福島県 

中部事務所 

〒460-0001 

  名古屋市中区三の丸 2-5-1 

  名古屋合同庁舎第 2号館 

第一審査課 

T E L   :(052)961-9425 

F A X   :(052)971-5003 

総務課 

T E L   :(052)961-9421 

F A X   :(052)971-5003 

富山県・石川県・岐阜県 

静岡県・愛知県・三重県 

近畿中国四国事務所 

〒540-0008 

  大阪市中央区大手前 4-1-76 

  大阪合同庁舎第 4号館 

第一審査課 

T E L   :(06)6941-2193 

F A X   :(06)6941-2189 

総務課 

T E L   :(06)6941-2173 

F A X   :(06)6943-7214 

福井県・滋賀県・京都府 

大阪府・兵庫県・奈良県 

和歌山県 

近畿中国四国事務所中国支所 

〒730-0012 

  広島市中区上八丁堀 6-30 

  広島合同庁舎第 4号館 

第一審査課 

T E L   :(082)228-1501 

F A X   :(082)223-3123 

総務課 

T E L   :(082)228-1501 

F A X   :(082)223-3123 

鳥取県・島根県・岡山県 

広島県・山口県 

近畿中国四国事務所四国支所 

〒760-0068 

  高松市松島町１-17-33 

  高松第 2地方合同庁舎 

審査課 

T E L   :(087)834-1442 

F A X   :(087)862-1994 

総務課 

T E L   :(087)834-1441 

F A X   :(087)862-1994 

徳島県・香川県・愛媛県 

高知県 

九州事務所 

〒812-0013 

  福岡市博多区博多駅東 2-10-7 

  福岡第 2合同庁舎別館 

第一審査課 

T E L   :(092)431-6033 

F A X   :(092)474-5465 

総務課 

T E L   :(092)431-5881 

F A X   :(092)474-5465 

福岡県・佐賀県・長崎県 

熊本県・大分県・宮崎県 

鹿児島県 

内閣府沖縄総合事務局 

    総務部公正取引室 

〒900-0006 

  那覇市おもろまち 2-1-1 

那覇第 2地方合同庁舎 2号館 

公正取引室 

T E L   :(098)866-0049 

F A X   :(098)860-1110 

同左 

沖縄県 
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別表２ 電気通信事業法に関するその他の窓口 
 

地方総合通信局等 窓口課等 管轄区域 

北海道総合通信局 

〒060-8795 

札幌市北区北8条西2-1-1 

札幌第１合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：011-709-2311 内線4703 

F A X：011-709-2482 

北海道 

東北総合通信局 

〒980-8795 

仙台市青葉区本町3-2-23 

仙台第２合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：022-221-0627 

F A X：022-221-0613 

青森県・岩手県・宮城県・ 

秋田県・山形県・福島県 

関東総合通信局 

〒102-8795 

千代田区九段南1-2-1 

九段第３合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：03-6238-1674 

F A X：03-6238-1698 

茨城県・栃木県・群馬県・

埼玉県・千葉県・東京都・

神奈川県・山梨県 

信越総合通信局 

〒380-8795 

長野市旭町1108 

長野第１合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：026-234-9971 

F A X：026-234-9999 

新潟県・長野県 

北陸総合通信局 

〒920-8795 

金沢市広坂2-2-60 

金沢広坂合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：076-233-4420 

F A X：076-233-4499 

富山県・石川県・福井県 

東海総合通信局 

〒461-8795 

名古屋市東区白壁1-15-1 

名古屋合同庁舎第３号館 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：052-971-9401 

F A X：052-971-3581 

静岡県・岐阜県・愛知県・

三重県 

近畿総合通信局 

〒540-8795 

大阪市中央区大手前1-5-44 

大阪合同庁舎第１号館 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：06-6942-8517 

F A X：06-6920-0609 

滋賀県・京都府・大阪府・

兵庫県・奈良県・和歌山県 

中国総合通信局 

〒730-8795 

広島市中区東白島町19-36 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：082-222-3376 

F A X：082-502-8152 

鳥取県・島根県・岡山県・ 

広島県・山口県 

四国総合通信局 

〒790-8795 

松山市宮田町8-5 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：089-936-5042 

F A X：089-936-5014 

徳島県・香川県・愛媛県・

高知県 

九州総合通信局 

〒860-8795 

熊本市二の丸1-4 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：096-326-7824 

F A X：096-326-7829 

福岡県・佐賀県・長崎県・ 

熊本県・大分県・宮崎県・ 

鹿児島県 

沖縄総合通信事務所 

〒900-8797 

那覇市東町26-29 

情報通信部監理課電気通信事業担当 

T E L：098-865-2302 

F A X：098-865-2311 

沖縄県 

 
 


